
では、生来性で20代まで・30代が、初職入職後受

障で50代以上が多い。障害グループでは、視覚・

聴覚障害で30代が、内部障害で50代以上が、その

他の障害で20代までが多い。 

②性別 

 在職期間グループでは、10年までで女性が、21

年以上で男性が多い。受障時期グループでは、生

来性で女性が、初職入職後受障で男性が多い。障

害グループでは、視覚・聴覚障害で女性が、内部

障害・その他の障害で男性が多い。 

③障害者手帳の所持状況 

一般事業所では身体障害者手帳所持者や手帳な

しが、配慮事業所では療育手帳所持者が多い。 

④現職前の職歴 

在職期間グループでは、10年までで職歴ありが、

20年まで・21年以上で職歴なしが多い。また、障

害グループでは、肢体不自由で職歴ありが、その

他の障害で職歴なしが多い。 

 

（2）現在の雇用状況 

①雇用形態（表２） 

雇用形態について、各属性別に「全体」に対す

るχ 2検定を行った。性別と在職期間グループに

関して、差が認められた。なお、残差分析を行い、

有意差が認められた項目は、表上に網掛けで、ま

た全体の構成比率より高い項目は、太字下線で示

した。 

性別では、男性で正社員が、女性で正社員以外

が多い。在職期間グループでは、10年までで正社

員以外が、それ以外は正社員が多い。 

②役職（図１） 

役職について、各属性別に「全体」に対するχ2

検定を行った。現在の年代・性別以外の属性に関

して、差が認められた。なお、残差分析を行い、

有意差が認められた項目のみ、グラフ上で構成比

率を示し、そのうち、全体構成より高い項目は囲

み数字で示した。 

事業所グループでは、一般事業所で課長クラス

以上が多い。在職期間グループでは、10年までで

一般作業員が、20年までで係長等が、21年以上で

課長クラス以上が多い。受障時期グループでは、

生来性で一般作業員が、初職入職後受障で係長

等・課長クラス以上が多い。障害グループでは肢

体不自由で係長等が、視覚・聴覚障害で一般作業

員が多い。 

表２ 雇用形態 

正社員
正社員
以外

不明

586 67.1% 30.7% 2.2%

２０代まで 78 57.7% 41.0% 1.3%

３０代 167 71.3% 25.7% 3.0%

４０代 160 70.0% 27.5% 2.5%

５０代以上 181 64.6% 33.7% 1.7%

男性 443 71 .1% 26.4% 2.5%

女性 143 54.5% 44 .1% 1.4%

一般事業所 318 65.4% 33.3% 1.3%

配慮事業所 268 69.0% 27.6% 3.4%

10年まで 321 54.5% 42 .4% 3.1%

20年まで 144 79 .9% 18.8% 1.4%

21年以上 121 85 .1% 14.0% 0.8%

生来性 149 64.4% 30.2% 5.4%

初職入職前受障 161 67.1% 32.3% 0.6%

初職入職後受障 228 68.4% 30.3% 1.3%

肢体不自由 221 71.9% 26.7% 1.4%

視覚・聴覚障害 94 66.0% 34.0% 0.0%

内部障害 90 72.2% 26.7% 1.1%

その他の障害 168 58.9% 35.7% 5.4%

残差分析により1%水準で有意差が認められた項目

太字下線の数値は全体構成より高いことを示す

現在の
年代

障害
グループ

性別

事業所
グループ

在職期間
グループ

受障時期
グループ

雇用形態

属性 人数

全体

 

 

74.1%

55.4%

63.9%

85.7%

83.9%

64.9%

67.0%

85.1%

17.1%

23.1%

28.5%
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6.1%

2.2%

19.8%

3.4%

8.5%

1.3%

11.4%

2.7%
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　囲み数字：全体構成より高い項目、囲みなし数字：全体構成より低い項目

 
図１ 役職 
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図２ 受障時期グループ別に見た今の会社で経験した内容（複数回答） 

 

③今の会社で経験した内容（図２） 

 今の会社でどのようなことを経験してきたか、

図２に示す８項目について尋ねたところ、生来性

及び初職入職前受障の障害従業員の60%以上が、

各項目の経験が「なし」と回答していた。一方、

初職入職後受障では「部課間異動」「同レベルで

異なる仕事へ配置転換」「他事業所へ異動」「職

種転換」が他のグループより多かった。 

また、同じ初職入職後受障の障害従業員でも、

「易しい仕事へ配置転換」や「降格」を経験した

者が約10%おり、他のグループよりもそうした経

験が多かった。詳細分析の結果、これらの経験は、

統合失調症・気分障害・メンタルヘルス不全と

いった精神疾患や高次脳機能障害を中心とした重

複障害との関連が見られ、障害の状況によっては、

担当職務のみならず、キャリアについても見直し

が必要となる現実があることが示唆された。 

④職業生活にあたっての工夫・努力・希望・ 不

安 

職業生活を続けるにあたって工夫・努力してい

ること等、自由記述で回答を求めたところ、291

名から回答が得られた。その内容を「工夫・努

力」「今後の希望」「不安」「その他」に分類し、

カテゴリー化した（図３）。 

「工夫・努力」の回答内容が最も多く、その内

容は、体調管理に関する「体調面」、コミュニ

ケーションに関する「人間関係」、効率化を考え

る等の「仕事の取り組み」、障害に甘えない等の

「障害に対する意識の持ち方」、補装具・補助具

の使用等の「障害の補完」の５つに分類できた。 

「今後の希望」「不安」に関しては、共通カテ

ゴリーとして、昇進・昇格等に関する「能力開

発・成長」、仕事量の増減等に関する「職務・配

置調整」、勤務形態や休暇等に関する「支援環

境」、安定した継続雇用等に関する「雇用」に分

類できた。 
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図３ 工夫・努力・希望・不安の内容(n=291) 
 

（3）１年後の継続について 

 図４に１年後の継続に関する考えを示す。 

１年後の継続について、各属性別に「全体」に

対するχ2検定を行ったが、いずれも有意な差は認

められなかった。 

全体を見ると、約75％の障害従業員が「とても

そう思う、そう思う（１年後も継続して今の会社

に勤務している）」と回答していた。 
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図４ １年後の継続について(n=586) 

 

 継続（または継続しない）理由を自由記述で求

めたところ、414名から回答が得られた。「とて

もそう思う、そう思う（継続している）」、「分

からない」、「思わない、あまりそう思わない

（継続しない）」の回答別に内容を取りまとめた

ところ、図５の結果が得られた。 

「継続している」理由では、“現状に満足して

おり、転職を希望していない”等、障害従業員自

身が「継続希望」を明記した内容が最も多く、他

に“やりがいがある”等の「職務要因」や“働き

やすい環境”等の「職場環境要因」が続いた。ま

た、「分からない」理由は、“景気や会社の状況

により先のことは分からない”のような「継続で

きるか不明だから」が最も多かった。一方、継続

しない理由は障害従業員ごとに内容が異なってお

り、カテゴリー化は困難であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 継続に関する理由(n=414) 

 

４  考察及び今後の課題 

本調査では、受障時期の違いによって異動や配

置転換といった一般的に考えられるキャリア形成

に繋がる経験に差があることが明らかとなった。

具体的には、60%以上の生来性・初職入職前受障

の障害従業員に異動や配置転換等の経験がなかっ

た。これは、初職入職後受障の障害従業員で36%

であったことと対照的である。こうしたことから、

能力開発の機会不足によって、キャリア形成に課

題がある状況が推察された。しかし、こうした経

験不足や異動等があったとしても、現状維持を望

み、１年後も雇用継続を考えている障害従業員が

圧倒的に多く、主に体調面や人間関係に気を遣う

こと、仕事の取り組み方を工夫すること等によっ

て、同じ職場で長く働けるように努力している状

況も明らかになった。一方で、初職入職後にメン

タルヘルス不全や受障した障害従業員は、受障前

に様々な経験があり、その上で、キャリアを形成

している可能性が示された。 

ただし、本調査で分析対象とした障害従業員は、

女性、または「その他の障害」を有する障害従業

員が少なかった。これは、雇用されている障害者

の現状を反映したものと考えられる。そのため、

これらのカテゴリーに対して十分な量的分析はで

きなかった。特に、障害種と職業経歴の組み合わ

せにおいて注目すべき「その他の障害」に区分さ

れた統合失調症や気分障害、メンタルヘルス不全、

発達障害、高次脳機能障害等は別途質的な検討を

加えて分析することが必要と考えている。 

 なお、職業生活にあたっての希望や不安に関し

ては、回答の多くが発表その１における「能力開

発・成長」「支援環境」「職務・配置調整」と同

様のワーディングとなった。発表その１では、事

業所が障害従業員に対して用意する仕組みは、障

害によって異なることが明らかとなったが、本調

査からは、これら３つのカテゴリーを障害従業員

の側から見ると、「希望」や「不安」と関連して

いること、さらに今後の対応を求めている障害従

業員が存在することが明らかとなった。本発表で

は障害種を問わず分析を行ったが、今後、障害別

の分析についても検討したい。 

本発表では障害従業員の現状について報告した。

今後、障害種別や年代全体を通した実態を示すた

めに、今回報告できなかった項目についてまとめ

ると共に、より広く障害従業員に対するヒアリン

グ調査を実施し、キャリア形成に関する調査を継

続する予定である。 
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企業に対する「障害者の職場定着に関するアンケート調査」 

結果について 

 

○鴇田 陽子（障害者職業総合センター 主任研究員） 

亀田 敦志（障害者職業総合センター） 
  
１  はじめに 

障害者の職場定着における課題は、障害別、

時期別、課題の質別、取り組む主体別に異なり、

実際の職場ではこれらが輻輳して現れ、全体像

の把握が難しいので、課題を構造化して捉える

取り組みについては、第18回本研究発表会にお

いて述べたところである 1)。また、職場定着の課

題を捉える背景として、近年職場定着を支援す

る方法にもいろいろな手法が講じられるように

なり、物的環境整備以外にも、人的支援や外部

の専門機関との連携による支援も広がりつつあ

ること、障害者の就職状況において精神障害

者、発達障害者など障害の多様化が見られる

ようになってきていること、電子メールや社

内ＬＡＮ等の普及により視覚障害者、聴覚障

害者の職域が広がりつつあることなど概ね

2000年以降の今日的動向を踏まえることについ

ても述べたところである。本報告ではこれらを

基として企業に対する「障害者の職場定着に関

するアンケート調査」により把握した、主に事

例に関わる結果の概要と課題解消事例の内容に

ついて報告する。 

 

２  調査の概要 

(1)目的 

 就労支援機関が企業に対して行う職場定着支

援が的確に実施できるよう、企業が行う職場定

着について構造化して把握することを目的とす

る。 

(2)方法 

 ①調査対象：職場改善好事例として受賞され

た企業55社、平成17年度以降設立の特例子会

社63社、地域障害者職業センターの支援を利

用した企業110社、その他調査に協力が得られ

た企業3社、合計231社 

 ②調査時期：平成23年2月 

 ③調査方法：郵送による質問紙調査 

 ④調査内容：企業の概況、最近10年において

職場定着に課題があり、特に配慮した事例

（受け入れ時の配慮項目、短期、長期の時期

別職場定着の課題と課題への取組者・機関、

取組内容、取組結果）、最近10年の間に職場

定着のために配慮するようになった事柄、職

場定着にあたり外部機関に支援を望む事柄。 

(3)結果 

 回答企業数は128社（回収率55.4％）、回答企

業はすべて障害者を雇用しており、障害別の雇

用状況は表１に示す。 

 ①職場定着課題事例の障害別状況 

  最近10年における職場定着課題事例として

128社から218事例について回答があり、障害

別では表２のとおり知的障害が40％近くを占

める。 

表２ 障害別職場定着課題事例数（回答128社） 

 

②最近10年において障害者の受け入れ時に配

慮した事柄 

 障害者雇用をめぐる概ね2000年以降の変化

を踏まえ、①受け入れ環境の整備、②情報共

有、③人的支援、④多様な障害者への対応と

いう4つの分野でそれぞれ選択肢を設定し、表

３に示す結果を得た。受け入れ環境の整備の

項目では、「障害特性に応じ多様な就業形態

を導入した」「障害特性や対応方法について

関係する従業員に周知し理解を図った」にほ

ぼすべての障害を通じ回答があった。情報共

視覚 聴覚 肢体 内部 知的 精神 他 不詳 合計 

88 366 770 179 1271 264 34 14 2986 

2.9  12.3  25.8  6.0  42.6  8.8  1.1  0.5 100% 

視覚 聴覚 肢体 内部 知的 精神 他 合計 

7 27 34 9 87 50 4 218 

3.3  12.7  15.5  4.2  39.4  23.0  1.9  100% 

(人) 
表１ 回答企業１２８社における障害者の雇用状況 
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有の項目は主に視覚、聴覚の障害者を対象と

しており、回答事例数そのものが限られるが、

「電子メールにより社内情報を共有できるよ

うにした」など近年の社会環境を反映した項

目にも回答が得られた。人的支援の項目では、

「外部機関によるジョブコーチの活用」「上

司や同僚による作業指導」「業務遂行を援助

する者の配置」において知的障害、精神障害

の事例の半数以上が回答した。多様な障害者

への対応では、ほとんどの障害から回答があ

った。 

③職場定着の課題と取組者・機関 

職場定着の課題を構造化して捉える枠組み

として、取組課題の質（職場における課題22

項目、生活面の課題6項目、家庭における課題

5項目）、取組者・機関（企業内4項目、外部

機関4項目、家族、その他）、時期（入職時の

頃の課題＝短期課題、入職後一定期間経過し

た頃の課題＝長期課題）を設定し、職場定着

に課題があり特に配慮した事例について、時

期別に取り組んだ課題と取組者・機関を記入

する調査票とした。回答事例が最も多かった

知的障害の時期別課題の状況を図１に示す。 

  知的障害の短期課題では「障害に対する従

業員の理解」「職場のルールの遵守」「職場

内の協力体制」「コミュニケーション」「作

業工程」の事例が多い。長期課題ではこのほ

か「家族との連絡、連携」「職場における生

活トラブルの対処」「作業効率」「配置転

換」「キャリアアップ」が課題となり、生活

面、家庭面の課題は短期課題より事例が多い。 

課題に対応した取組者・機関については、

短期課題では職場管理者、業務遂行援助者、

地域障害者職業センターのジョブコーチが主

となり対応し、長期課題では企業内の取組者

が主となるものの、生活面、家庭面の課題が

多いのに伴い障害者就業・生活支援センター

の関わりが増加している。図２に時期別取組

者・機関の状況を示す。 

④事例の時期別取組結果 

課題事例を短期課題・長期課題別に「課題

は解消した」あるいは「課題は残る」のどち

らになったかの結果を表４に示す。視覚、聴

覚、肢体不自由の短期課題の事例は解消事例

のほうが多いが、長期課題の事例は障害を問

わず、課題は残るとした事例のほうが多い。 

 

 

表３ 最近10年において障害者の受入れ時に配慮した事柄         (事例数) 
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図１ 知的障害事例の時期別課題状況 

  （短期課題：n=78 長期課題：n=78） 

３ 課題解消事例の内容 

(1)事例の課題項目別取組結果 

課題は解消したとする事例の取組課題と、課

題は残るとした事例の取組課題を短期課題・長

期課題別に特徴のある課題項目を抽出し図３に

示す。 

短期課題の解消事例では、「障害に対する従

業員の理解」「職場内の協力体制」「職場にお

ける相談体制」「コミュニケーション」の課題

に取り組み、課題解消に繋げている一方、「職

場内の協力体制」「コミュニケーション」では

課題が残る事例も多い。長期課題では短期課題

と同じ項目であっても課題は残るとした事例が

多く、課題の質が変化していることが考えられ

るが、詳しくはさらに分析が必要である。 

（2）自由記載における課題の取組状況 

各事例の自由記載について課題となる

事柄を抽出し、解消した課題、残る課題

に分けて事例紹介する。 

視覚障害の事例では、短期課題におい

て通勤、情報共有、職域確保の課題があ

ったが同僚の協力、就労支援機器の活用

等により解消に導いている。長期課題で

は作業量負担の調整、マンネリ化を防ぐ

課題に取り組むものの課題が残る事例が

あった。 

 聴覚障害では、短期課題にパトライト

の設置等職場の安全に取り組む事例が複

数あるが、物理的配慮により解消してい

る。コミュニケーションの課題では、長

期課題において手話通訳者の配置や活用

について「効果絶大、社員が安心して業

務ができ業績拡大」と記載した事例があ

った。作業習得については、短期課題に

おいて、口話では分かっているかのよう

に返事があっても全く理解されないこと

が多々あるので、重要なことはメモに書

いて確認するとした事例があった。また

長期課題において、コミュニケーション

不足はモチベーションの低下に繋がり、 

 

図２ 知的障害事例の時期別取組者・機関の状況（短期課題:n=852 長期課題：n=788） 
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職場内のトラブルに発展するこ

とがあるので、丁寧なマンツーマ

ン指導、職場管理者が相談窓口と

なり困り事を吸い上げることによ

り課題を解消している事例があっ

た。 

肢体不自由では短期課題におい

て施設、設備の改善、社内の協力

体制、受け入れ体制整備等に取り

組み、解消し

ている事例が

あった。具体

的には書類運

搬等のサポー

ト、声かけ、

「何でも言え

る面談」の設

定などがあっ

た。また長期

課題では障害

状況に応じ柔

軟な勤務形態

が可能な在宅

就業制度を取

り入れ、課題を解消した事例があった。 

内部障害では、短期、長期の課題とも安定出

勤、通院時間の確保、健康管理が課題となって

おり、同僚の協力、職場管理者との相談、総務

担当者の定期的なフォローにより課題の解消に

繋げている事例があった。 

知的障害では、受け入れ体制の整備、職務の

習得、職場のルールの遵守、遅刻・さぼり・粗

暴な振る舞いなどの問題行動、同僚とのトラブ

ル、家族の本人に対する対応など多様な課題が

示されている。短期課題の解消事例では、受け

入れ体制整備、作業の習得などにおいてジョブ

コーチを活用し定着に導いている。企業内の対

応では、作業の細分化、声かけ、自閉症者特有

の行動への理解、本人との面接機会の設定など

が解消事例にみられた。遅刻やさぼりなど問題

行動に対しては、早期に特別支援学校や就労支

援機関から情報収集する、家族への対応を障害

者就業・生活支援センターに依頼するなどの対

応が課題解消または改善事例にみられた。 

精神障害では短期、長期課題を通し安定出勤、

体調不良、職場環境の変化に対応できない、頑

張ると不調に陥るなどの課題があげられている。

通院・服薬への配慮、勤務時間の段階的引き上

げ、相談担当者の配置、職場管理者交代時の学

習会の実施、ジョブコーチや家族との連携など

により課題解消または改善に導いている。 

課題を解消または改善に導いている事例とし

ては、障害特性を十分に把握し、適応状態に日

頃から注意を払い、関係機関との協力体制を構

築していることなどがある。なお課題解消事例

の分析は中間段階にあり、今後さらに詳細を検

討していくこととしている。 

 

【参考】 

１）障害者職業総合センター：第18回職業リハビリテーショ

ン研究発表会発表論文集､p350-353 

 

障害別→ 視覚 聴覚 肢体 内部 知的 精神 他 合計 

短

期 

課

題 

解消 4 10 16 2 31 18 2 83 

残る 1 6 8 6 32 19 1 73 

合計 5 16 24 8 63 37 3 156 

長

期 

課

題 

解消 0 5 10 1 17 6 1 40 

残る 4 15 11 6 53 26 2 117 

合計 4 20 21 7 70 32 3 157 

表４ 事例の課題時期別取組結果 

 
(事例数) 

解消：n=83 

残る：n=73 

 

解消：n=40 

残る：n=117 

 

図３ 課題項目別事例の取り組み結果 

 

短期課題 長期課題 





発達障害者を対象とした小グループでの就労に向けた 

支援プログラムの試み 

 
○小林 菜摘（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局  就労支援員） 

四ノ宮 美恵子・水村 慎也（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局） 

深津 玲子・車谷 洋（国立障害者リハビリテーションセンター発達障害情報センター） 
  
１  目的 

国立障害者リハビリテーションセンター（以下

「国リハセンター」という。）では、平成20年度

から平成22年度まで、埼玉県発達障害者支援セン

ターまほろば等との連携により、「青年期発達障

害者の地域生活移行への就労支援に関するモデル

事業」を実施した。 

その中で、当モデル事業の利用者を対象に、

「他者と協同して作業をすること」を目的に、文

化祭で協同して模擬店を出店するという場面を用

いて、小グループ訓練を実施した。そこで、試行

した段階的なアプローチによる支援プログラムの

内容と効果について考察する。 

 尚、この文化祭は自由参加であり、参加者が主

体的に企画運営を行うことが求められている。 

 

２ 方法 

（1）対象者 

モデル事業の利用者Ａ、Ｂ、Ｃの３名。DMS-Ⅳ

による診断名は、それぞれ、特定不能の広汎性発

達障害、アスペルガー障害、自閉性障害で、

WAIS-ⅢによるFIQは75～127であった。いずれも

学校生活において、行事へ役割を持ち主体的に参

加する機会を得ておらず、集団での行事に参加す

ることに対して苦手意識を持っていた。 

 

（2）手続き 

①導入 

はじめに、文化祭への参加の動機づけを高める

ことを目的に、「お菓子を手作りし、いつもお世

話になっている職員をもてなす」という作業体験

の場を個人に設けた。そこでは、支援員は利用者

と支援者の二者間で協力して調理し、それを第三

者に提供しもてなす作業を行うことで、「他者と

協同して作業する」成功体験を得ること、「商品

を提供し、客をもてなす」という模擬店の基本的

な要素を体験的に理解することを目標に介入を

行った。 

さらに、他者と協同して作業する成功体験をも

とに、文化祭の参加への目的を明確化するための、

個人の話合いの場面を設けた。 

②グループ介入 

つぎに、模擬店の企画から出店までの一般的な

手続きから抽出した「表１の活動課題」に関して、

支援員はファシリテーター的役割を担い、図１の

介入の手続きに則り介入を行った。各活動課題に

対して、課題の特性に応じて課題遂行場面を、話

し合いの場を持つグループミーティング、または

実際の作業を行うグループ作業に振り分け実施し

た。ファシリテーターの役割を担う支援員は、各

段階において「図３の各段階におけるアプローチ

の介入目標」にそって介入を行った。 

 

①
企画（模擬店内容と店名
の決定、目標の決定）

⑥ 展示物の内容の決定と作成

②
活動のルール設定と当日
までのスケジューリング ⑦ 宣伝広告の企画と作成

③
メニューの決定と諸経費
の算出

⑧ 買い出し等事前準備

④
レイアウトの決定と装飾制
作

⑨ 文化祭当日の作業

⑤
販売方法の決定と必要な
様式の作成 ⑩ 反省会と売上の集計

表1．活動課題

 

活動課題

グルー�活動

3

 

図１ 介入の手続き 

表１ 活動課題 
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メンバー間の
潤滑油的役割

苦手さへの気づき
適応的な行動モデル

の構築を促す

相互理解を促す
相互理解を促す

他メンバーの異なる
視点を受け入れる

適応的な行動モデル
の構築

各活動課題に他者と
協同で取り組む

各活動課題に他者と
協同で取り組む

メ
ン
バ
ー
の
目
標

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
役
割

体験の枠組みと
目的の理解

体験を一貫した
個人の視点で把握

体験の一般的
水準における理解

主体的に活動できる
場面設定をし、体験の
枠組みの理解を促す

体験の組織化と、
主観的事実と客観的
事実の整理

協同作業の体験に関して
一般的水準での理解を促す

他者の意見や
工夫をとりこむ

フィードバック

6

 

 

３ 結果 

平成2X年７月から10月の約４ヶ月間に60分を１

コマとし、計73コマの介入を行った。その結果、

個人差はあるものの表２、表３のような気づきと

行動の変化がみられた。そして、文化祭直後にメ

ンバーが記述した感想文に表４のような記述が見

られた。 

 

表2　協同作業に関する気づき

気づき A－B－C

1．男女差

2．経験の差

3．能力の違い

4．立場の違い

5．相互の行動パターンの特徴

6．相互の役割を理解する必要性

7．報告と連絡の必要性

8．作業の区切りを把握する必要性

9．作業の分担をあらかじめ決める必要性

10．作業全体の把握の必要性

(注)○:当該項目に関する気づきが見られたもの

　　 ●:当該項目に関する気づきが見られなかったもの  

表3　介入後に見られた変化

行動 A－B－C

1．作業時に役割分担をしようとする

2．他者の行動よって自分の行動を調整する

3．他者の作業スピードに合わせる

4．相互に能力を補おうとする

5．他者の作業状況を把握しようとする

6．相互の作業スペースを調整する

7．作業時に報告・連絡をしようとする

8．他者を手伝う

9．他者に手助けを求める

10．作業の全体を把握しようとする

(注）○：当該項目に関して変化が見られたもの

　　  ●：当該項目に関して変化が見られなかったもの  

表 4．感想文の記述からの抜粋 

A
「おいしく食べてもらえてとても嬉しかったです」 

「当日は沢山の客に買ってもらえたし、接客もうまくできとて

も楽しい一日でした」 

B
「お店の流れなどを考えたりして、大変でしたが、お菓子づ

くりや当日のお店の仕事をやったりしてすごく楽しくできて

よかったと思います」 

C

「買ってくれた人もみんな喜んでくれたので大成功と言える

でしょう」 

「色々大変なことも多かったけど、楽しかったです。また機

会があったらやりたいです」 

 

４ 帰結の状況 

 対象者３名は、いずれも14ヶ月～15ヶ月の当モ

デル事業の利用期間を経て、Ａはライン作業を中

心とした職場に、Ｂは軽作業と事務処理を含んだ

定型業務をグループで行う職場に、Ｃは事務職員

としてそれぞれ就職した。個人差はあるもののい

ずれも職場での大きな問題はなく、就労を継続し

ている。 

 

５ 考察 

導入においては、他者と協同して作業する成功

体験を基に、文化祭の参加への目的を明確化する

ための、個人の話合いの場面を設けたことによっ

て、文化祭に模擬店を出店することの肯定的イ

メージが構築され、その後のグループ活動への参

加意欲が高まったものと考えられた。 

グループ介入において、実際の文化祭参加の実

際体験における段階的な自己の視点と他者の視点

を整理し共有していく手続き（図２の２～４）を

用いて介入したことで、体験の意味付けがなされ、

協同して作業することに対する気づきがあったも

のと考えられた。そして、適応的な行動モデルを

各自の実際の体験から再構築する（図２の５～

６）手続きによって、協同作業における個人の行

動のフィードバックを行い、行動の変化が生じた

ものと考えられた。 

また、介入により気づきや行動の変化が生じた

ことから、文化祭に主体的に参加し自身の役割を

遂行でき、「行事に参加する」という体験が「楽

しい体験」につながったものと考えられた。 

対象者の帰結状況から、他者と協同して作業を

するという成功体験を得たことにより、他者から

図２ 各段階のアプローチにおける介入目標 

表４ 感想文からの抜粋 

表２ 協同して作業することに関する気づき 

表３ 介入後に見られた変化 
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の働きかけを肯定的に受け入れられるようになっ

たことが、その後の就職活動に良い影響をもたら

し、就労につながったものと考えられた。 

さらに、就労マッチング支援においては、本人

の作業能力、適性に加えて、この支援プログラム

で得られた個々人の集団場面での行動特性を踏ま

えて、職場環境の選択を行った。その結果、個人

差はあるものの、いずれも就労が継続されている。

このことから、このような支援プログラムを行う

ことが、就労マッチングをする上で有益な集団活

動場面での、アセスメントとなる可能性が示唆さ

れた。 

今後の課題としては、今回の支援プログラムの

結果で得られたような気づきや行動の 変化が長

期的に定着していくためのプログラムの検討と、 

気づきや行動の変化を促すことが困難であった項

目に関する検討が挙げられる。 
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自閉症スペクトラム障害者の就労移行支援における一考察 
－ＴＴＡＰにおけるインフォーマル・アセスメントの取り組みから－ 

 
○縄岡 好晴（宇都宮大学大学院教育学研究科） 

梅永 雄二（宇都宮大学）

 

１ 目的 

アメリカノースカロライナ大学医学部で開発され

た TTAP(TEACCH Transition Assessment Profile)

は、自閉症スペクトラム障害(以下「ASD」という。)

の障害特性を明確にし、より本人のスキルに合わせ

た就労支援を展開していくアセスメントツールであ

る。また、本人のスキルアセスメントだけにとどま

らず、現場実習の在り方や選定、実習先の記録、OJT

手法を用いた就労移行支援を実施するまで活用を広

げることが出来る。 

本研究では、WAIS-Ⅲにおける知能検査及び、TTAP

におけるフォーマルセクションを実施、本人の障害

特性を明確にした上で、その結果をもとに、CSAW,DAC

によるインフォーマル・アセスメントを実施、実習

を考察した。そして、個々のニーズや能力を明確に

し、企業のもとめる能力と本人が持つ能力とをジョ

ブマッチングさせ、長期的な就労を行うことを目的

に就労移行支援を展開した。 

 

２ 方法 

（1）対象者 

対象者(以下「Ａさん」という。)は、広汎性発達

障害の診断を受けた 20 歳代の男性である。また、療

育手帳を取得しており、昨年よりＢ就労移行支援事

業所を利用している。 

 

（2）手続き 

WAIS-Ⅲによる知能検査を実施。 

【FAQ73(VIQ77,PIQ77)】また、自閉症児の移行ア

セスメントである。TTAP(TEACCH Transition Assessment 

Profile)を実施。その後、実習先を選定。 

 

３ 結果 

TTAP におけるフォーマルセクションから仕分け

作業など、手先を使用した作業を得意としているこ

とがわかった。また、WAIS-Ⅲの結果から絵画配列が

高いことから、作業指示には絵などを用いたものが

有効であると判断した。そのため、実習先に運送会

社による梱包作業を選定。ここでは、フレーム用カ

ードケースを 10 枚ずつ袋につめ、余分な所をテープ

でとめていくといった作業を行った。 

また、同時に CSAW(Community Site Assessment 

Worksheet)によるアセスメントワークシートを実施。

その後、DAC(Daily Accomplishment Chart)を用いて、

構造化による設定の自立度を継続的にアセスメント

した。また、最終日に、再度 CSAW を用いてアセスメ

ントを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図１  TTAP におけるフォーマルセクション 

（灰色部分が合格・斜線部が芽生え反応・白色部分が不合格） 
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図２  スキル平均プロフィール 

VS=職業スキル  VB = 職業行動 

IF=自立機能      LS=余暇スキル   

FC=機能的コミュニケーション 
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図３  尺度平均プロフィール 

 
４ 考察 

このように従来の AAPEP(Adolescent and Adult 

Psycho-Education Profile)に比べ、TTAP では、実

際の就労実習現場での評価がインフォーマル・アセ

スメントとして含まれるようになった。このインフ

ォーマル・アセスメントにより、より本人の特性に

特化した支援を可能とすることができる(梅永,2010)。 

本事例でも、実際に本人の特性を踏まえ、就労を

選定し､CSAW、DAC などのインフォーマル・アセスメ

ントを実施することで、企業先での対象者の行動を

細かく分析した。その結果、作業終了後、段ボール

に梱包する際、行動がスムーズでない場面が見られ

た。これは、自閉症の特性である、実行機能、短期

記憶の障害から関係していると考え、WAIS-Ⅲ及び

TTAP によるフォーマルセクションの結果を基に、作

業終了の合図が具体的にわかるよう、チェックボー

ドを活用した視覚的構造化を用いた支援を実施した。

その結果、行動をよりスムーズに行うことができ、

情緒の安定へとつながった。また、周囲からの言語

的指示によって困惑する場面も見られたため、障害

特性を伝える際に TTAP による情報を活用した。 

ASD は、ある状況で行うことが出来る課題に対し、

別の場面で再度同じ課題を行うことを得意としない

特性がある。つまり、苦手とする般化を可能とする

ことで、より自立性を促進することが出来る。今回

実施した TTAP におけるインフォーマル・アセスメン

トでは、地域における実際の場面で、個人のニーズ

や達成の度合いを文章化したことで、より具体的な

支援方法を作成することが出来た。 

現在は、新たにＵスーパーでの精肉部門で働いて

おり、引き続き、この情報をもとに他機関との共通

認識を図りながら、継続して支援を組み立ている。

また、スキルの累積実績である CRS(Cumulative 

Record of Skills)を活用し、本人の強みとなる部分

を明確にしていくことで、障害特性に合わせた就労

支援へとより結びつけることができると考える。 
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メモリーノート集団訓練方法の構築と実施

刎田 文記（国立職業リハビリテーションセンター職業指導部職業指導課 障害者職業カウンセラー）

１ はじめに

国立職業リハビリテーションセンター（以下「職リハ

センター」という。）では、高次能機能障害・精神障害

・発達障害等の認知障害を有する訓練生の入所当

初に、「職場適応促進のためのトータルパッケージ」

を核とした導入訓練を実施している。

これら認知障害を有する訓練生は、表１に示したよ

うに平成20年度以降徐々に増加している。

表１ 導入訓練対象者数の変化

障害 精神障害 高次脳 発達障害 導入訓練

年度 機能障害 対象者数

H20 14 16 12 42

H21 26 25 11 62

H22 28 26 14 68

平成23年度には、９月末現在で38名に導入訓練

を実施しているが、今年度は発達障害の受け入れ期

を増やしており、年度末には22年度を大きく上回る対

象者数となることが予想されている。

このような状況の中、これまでの導入訓練の実施

結果を踏まえて、さらに効率的な実施方法を検討し

てきた。その中で、導入訓練の対象のうち精神障害

と発達障害に対するM-メモリーノートの集中訓練の

結果から、殆どの訓練生がベースライン期のみで達

成基準を満たしていることが明らかとなった。この結

果を受け、新たな実施方法の具体策の一つとして、

精神障害と発達障害に対するM-メモリーノートのグ

ループ訓練の方法を構築した。本稿では、M-メモリ

ーノートのグループ訓練の方法とその実施結果につ

いて紹介するとともに、その活用可能性について検

討する。

２ 目的

Ｍ-メモリーノートのグループ訓練方法を構築する

と共に、発達障害・精神障害を有する導入訓練対象

者に実施し、その効果について検討することを目的

とする。

３ 方法

（1）対象者

H23年１月以降に職リハセンター訓練生となった、

精神障害者30名及び発達障害者13名を対象とした。

（2）集中訓練の内容

①Ｍ-メモリーノートの概要説明（講義）

グループ訓練に先立って、M-メモリーノートの様

式や書き分けの定義、各項目に対応するキーワード

等の概要説明を30～45分程度行った。また、導入訓

練の目的に休憩のセルフマネージメントスキルの獲

得があること、M-メモリーノートの活用方法の一つと

して、休憩のセルフマネージメントに利用できること

等を、具体例を挙げて説明した。また、講義で用いた

様式一覧は、グループ訓練実施中の参照資料として

も活用した。

②Ｍ-メモリーノートグループ訓練の実施環境

グループ訓練は12名～17名の集団に対し行った。

実施場所は小会議室で、スクール形式の座席配置

で行った。グループ訓練での指示は、支援者1名が

担当し、他に２～３名の援助者を配置した。グループ

訓練は、紙筆式訓練であり、対象者らは支援者が口

頭で指示した内容を聞き分け、個々が適切と判断し

た項目欄にチェックを入れ回答した。各訓練生の机

上には、様式一覧と回答用紙、筆記用具を配置し訓

練を実施した。グループ訓練の実施時間は概ね30～

45分程度であった。

③グループ訓練の実施手続き

グループ訓練は、対象者の障害特性に配慮し、学

習フェィズを先行させる方法を採った。具体的には、

Q-1～Q-2の段階では、口頭でのインストラクションに

加えて、キーワード等の手がかり刺激も提示し、さら

に訓練後にも答え合わせ（フィードバック）を行う等、

正反応への学習が促進されるよう構成した。

以下に、具体的な手続きを示す。

Q-1：項目名・キーワード・指示例の一覧表と各試行
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の指示内容を明記した回答用紙に、支援者からのイ

ンストラクションを聞き、回答する。一試行毎に答え合

わせを行い、各自に確認を促す。

Q-2：項目名表と各試行の指示内容を明記した回答

用紙に、支援者からのインストラクションを聞き、回答

する。8試行全ての指示→回答を実施した後、全試

行の答え合わせをまとめて行い、各自に確認を促

す。

Q-3：項目名表と回答欄のみの回答用紙に対し、支

援者からのインストラクションを聞き、回答する。イン

ストラクションは明確かつスムーズに行うよう心がけ、

16試行全てへの指示→回答を連続して実施する。

Q-3の段階はテストフェーズであり、グループ訓練

の結果の評価は、このQ-3シートの結果により判断す

るため、この段階では必ずしも答え合わせを行う必要

はない。しかし、グループ訓練の対象者が精神障害

・発達障害であることから、正誤が不明確な状況で訓

練を終了することが、不全感や不安感をもたらす可

能性があることから、対象者の状況を見ながら、16試

行全て終了後、全てまとめて答え合わせ（フィードバ

ック）行った。

（3）グループ訓練の達成基準

M-メモリーノートのキーワードと項目の関係の理解

度についての達成基準は、Q-3における正答率が90

%以上、つまり、15試行/16試行が正答であることとし

た。

一方、グループ訓練ではQ-1～Q-2を学習フェイ

ズと位置づけており、これらの結果はフィードバック

等による学習状況やエラー傾向を把握するための質

的分析の対象と考えている。

このような考え方から、グループ訓練において達

成基準を満たさなかった場合には、これらの質的分

析も合わせて本人の学習状況を分析・把握し、個別

的な集中訓練の必要性の有無について検討し、相

談していくこととした。

（4）グループ訓練後のフォローアップ

グループ訓練で、達成基準を満たさなかった場合

や、達成基準を満たしていても各対象者から個別的

なフォローの希望があった場合には、般化状況を見

ながら個別的な集中訓練等の実施を検討することと

した。

４ 結果

表２にH23年９月末までに実施したM-メモリーノートのグ

ループ訓練の結果を期別・段階別に示した。

表２ グループ訓練期別対象者数・結果概要

Q-1 Q-2 Q-3

精神(1) 100%(12名) 100%(11名） 100%(11名)

（13名) 88%(1名) 50%(2名） 94%(1名)

88%(1名)

発達(1) 100%(11名) 100%(11名） 100%(12名)

(12名） 88%(1名） 75%(1名）

精神(2) 100%(16名) 100%(17名) 100%(17名)

（17名） 88%(1名）

表２の精神(1）では、精神障害訓練生13名にグル

ープ訓練を行い、うち12名が達成基準を満たしたこと

を示している。基準を満たさなかった１名について

は、個別的な集中訓練を受けられることを伝え相談し

たが、日常場面での機会利用型支援により徐々に使

いこなせるようになりたいとの本人の意向を尊重し、

集中訓練は実施しなかった。結果的には、M-メモリ

ーノートを安定的に活用できるようになった。

また、発達(1)では発達障害訓練生12名に、精神

(2)では精神障害訓練生17名にグループ訓練を行

い、全員が達成基準を満たした。

５ 考察

Q-1～Q-3への段階的に構造化されたグループ訓

練は、精神障害や発達障害を有する対象者の不安

感を軽減したり、混乱を防止することに役立ち、書き

分けのルールを着実に学習する際に有効であった。

また、グループ訓練後の般化状況についても大きな

問題は見られず、機会利用型支援を継続すること

で、M-メモリーノートの使用を促進することができた。

これらの結果からも、グループ訓練は効率的かつ効

果的であったと考えられる。

６ 今後の展望

M-メモリーノートのグループ訓練は、紙筆式訓練

であり利便性・簡便性に優れていること、個別の集中
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訓練と比較して短時間で多くの対象者に実施可能で

あること、その後の機会利用型支援は必要なものの

基本的な書き分けのルールの学習の促進に効果的

であることが明らかとなった。

今回の実施では、精神障害と発達障害に対象を

絞って行ったが、より多くの障害種別、例えば高次脳

機能障害等に適用すれば、個別的な集中訓練の必

要性をスクリーニングするための簡易な訓練・評価方

法として位置づけることも可能であろう。

今後の活用可能性について、さらに適用の機会や

対象障害について幅広く実施していきたい。

M-メモリーノート グループ訓練

対象者用回答用紙

Q-1 シート

Q-2 シート
Q-3 シート
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M-メモリーノート グループ訓練

支援者用 読み上げ設問・回答

A-1 シート A-2 シート

Q-3 読上げ用 A-3 シート
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「相談など連絡を取っている」が２名（22.2％）、「存

在は知っているが連絡は取っていない」が２名

（22.2％）、「存在そのものを知らない」が５名

（55.6％）であった。このように地域の障害者の就

労支援センターの利用率が低いのは、その存在を知

らないことが大きな要因であると言える。しかし、

視覚障害当事者の地域で就職先を開拓していくため

には、地域の障害者就労支援センターの役割は大変

重要であることから、就労移行支援の事業所と早期

に連携がとれるような態勢を整える必要があると考

えられる。 

（3）技術習得訓練の希望 

  技術習得を希望する訓練項目から複数選択可によ

るの回答の結果、【パソコンスキル】【コミュニケー

ション力】【ビジネスマナー】の３つの訓練は、すべ

ての人が習得を希望していた。これは、視覚障害当

事者が就職するためには【パソコンスキル】だけで

はなく、【コミュニケーション力】や【ビジネスマナ

ー】が重要であることを認識していることを示して

いる。 

 また、白い杖の使い方などの【歩行訓練】、拡大読

書器やルーペなど紹介・使い方の【ロービジョン】

は、各４名（44.4％）が希望していた。また、デイ

ジー図書の録音再生機の使い方などの【情報機器】

は３名（33.3％）、【点字】は２名（22.2％）が希望

していた。これら【歩行訓練】【点字】【ロービジョ

ン】【情報機器】については、対象者個人の状況に依

拠するよるものが大きいことから、対象者の状況と

希望に応じて、訓練が提供できるような体制を整え

る必要がある。 

一方、【日常生活動作訓練】の希望者はいなかった。

これは、視覚障害当事者の身辺自立度の高さを示し

ているとも言える。しかしながら、日常生活上の評

価を行うなど、訓練を実施するかを判断する必要が

あると考えられる。 

（4）就労移行支援に望むこと 

 就労移行支援に望むこととして、自由記述による

回答では、【パソコンのスキル】５名、【職場見学】

２名、【就職のあっせん】【就職につながるコミュニ

ケーションスキル】【面接スキル】【ビジネスマナー】

が各１名あった。この中で【職場見学】については、

実際に視覚障害がパソコンを使って一般事務職とし

てどのように働いているかがイメージできないため

と考えられる。職場訪問や働いている人の体験談な

ど、就労を目指す人が働いている現場をイメージす

ることができるような情報を提供することが不可欠

である。 

（5）仕事などに支障が出てから就労移行支援を利用

するまでの年数 

 仕事に支障が出てから就労移行支援事業を利用す

るまでに、最も多かったのが約２年３名（33.3％）、

最短で約１年１名、最長で約６年１名、未記入が２

名であった。仕事に支障が出始めてから年単位で経

過している。この間に、スクリーンリーダーやキー

ボードによる視覚に頼らないパソコンスキルを習得

する機会があれば、退職まで至らなかったケースも

あるのではないかと考える。在職中に視力低下など

によりパソコンの利用が困難になっている人に対し

て、パソコンの技術指導を就労移行支援として受け

られることが望まれる。 

 

４ 今後の課題 

 就職を希望し事業所を利用している視覚障害当事

者には、パソコンスキル、コミュニケーション力、

ビジネスマナーは必修プログラムであることが明ら

かになった。これは、既に就労している視覚障害者

に対する調査研究で同様の結果が得られていること

から１）２）、さらに事業所のプログラム強化を実施す

る必要がある。一方【歩行訓練】【点字】【ロービジ

ョン】【日常生活動作訓練】については、今後就職す

るための専門的知識・技術に関する訓練プログラム

の提供だけではなく、個人のライフスタイルの基盤

づくりとなる技術も提供する必要性があることが明

らかとなった。なお、当センターではこれらの訓練

は、視覚障害当事者の希望と評価を実施し、訓練を

実施している。 

 今後は、さらに就労移行支援から就労後の支援に

いたる継続的な関わりを通して、より良い効果的な

プログラムの提供を目指していきたい。 

 

【参考文献】 

１）一般企業に就職した視覚障害者の就職後の状況調査につ

いて：石川充英ほか、第 17 回職業リハビリテーション研究発

表大会、2009 

２）一般企業に就職した視覚障害者の就職後の状況調査につ

いて（２）：石川充英ほか、第 18 回職業リハビリテーション研

究発表大会、2001 
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就労移行支援サポート事業の現状と課題 
－平成 22 年度の開拓実績から見えてきたこと－ 

 
松田 光一郎（京都ノートルダム女子大学 生活福祉文化学部 非常勤講師） 
 
１  はじめに 

平成 20 年のリーマン・ショック以降、雇用情勢の

悪化に伴い、大阪府高槻市では、障がい者の雇用の

推進を図るため、地域における雇用機会の創出を目

的に就労移行支援サポート事業(以下「サポート事

業」という。)をスタートさせた。 

サポート事業は、緊急雇用創出基金事業の予算を

活用し、高槻市障害福祉課が市内における複数の就

労移行支援事業所(社会福祉法人)に事業委託するこ

とにより、共同事業体(ジョイント・ベンチャー)と

しての役割を期待して発足した。 

その経緯は、自立支援協議会において、求職障が

い者数に対して受入れ先(企業)が少ないことが挙げ

られた。雇用に繋げて行く過程において、豊富な職

業体験や職場実習が必要であるが、各々の就労移行

支援事業所が独自のネットワークにより職場開拓や

実習を進めていることから、事業所間において格差

が見られた。その課題を改善するため、就労移行支

援事業所が同じ課題に対して連携・協同することに

より、情報支援ネットワークを形成することで、求

職障がい者や受入れ企業等をサポートする目的で創

設された。 

平成 22 年度からサポート事業が開始されたこと

により、高槻市において延べ 32 名(平成 22 年 12 月

現在)の障がい者が職場実習を経験するに至った。そ

こで、平成 22 年度(第１期)の社会福祉法人北摂杉の

子会ジョブサイトひむろにおけるサポート事業の経

過を報告すると共に、今後の課題について言及する。 

 

２  目  的 

高槻市自立支援協議会においての採択によれば、

本事業の目的は、企業等に対して、障がい者の雇用

啓発、企業実習および雇用先開拓、授産製品の案内

及び各種助成金制度の紹介が主な目的である。 

また、利用者と企業との適合性(マッチング)を想

定した実習および雇用先の開拓を推進するために、

高槻市障害福祉課が指定する４ヶ所の就労移行支援

事業所に対して、職場開拓を専属に行う職員(以下

「開拓員」という。)が各々の法人に配属された。４

事業所に開拓員が配属された目的として、各事業所

が有機的に連携することで、開拓した企業情報を共

有し、１事業所の枠を超えて１人でも多くの障がい

者が職場実習を経験し、雇用に繋がることを最優先

することが事業目的として示された。 

 

３  方 法 

（1）対象者 

①就労移行支援事業のサービスを利用する、18 歳以

上の知的又は精神に障がいがある者。 

②障がい者手帳を取得していること。 

③対象者及びその保護者が一般就労を希望している

こと。 

④心身共に健康であり、医療的サービスを受けてい

る者は、医師の意見書が必要であること。 

⑤傷害保険等に加入していること。 

 

（2）開拓員 

①４ヶ所の就労移行支援事業所に各々配属され、主

に対象者の能力に沿った実習及び雇用受入れ事業

所の開拓を推進する者。 

②活動期間は１年(半期毎の更新) 

 

（3）業務内容 

企業等に対して、障がい者の雇用啓発、職場実習

の受け入れ、雇用に向けた助成金、諸制度の紹介及

び授産製品の案内等を行うことで、求職障がい者の

雇用の拡大を図ることが主な業務である。 

具体的には、求職者の個別ニーズや特性を踏まえ

た上で、企業等に対して訪問の機会を得て、他法人

の開拓員と連携しながら、障がい者の雇用啓発や職

場実習の依頼(継続実習先)を取り付けることで、速

やかに雇用前実習に移行するための業務を遂行する。 

 

（4）期 間 

平成 22年４月１日～平成 23年３月 31日(第１期) 

(サポート事業は２年間の期限付き) 
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（5）手続き 

①職場開拓における諸条件 

各法人所属の開拓員は個々での開拓業務を行い、

圏域別、チーム開拓等は行わない。 

当初、サポート事業連絡会議において、高槻圏域

内でのエリア分けによるローラー作戦を検討したが、

業種や企業数にばらつきがある事や、就業・生活支

援センターとのバッティングも考慮し、開拓エリア

を絞る事で開拓員の活動範囲を狭める可能性もある

と考えられた。また、開拓員は、利用者個々の障が

い特性等についての理解を深める必要から、職場開

拓以外の支援業務も求められた。これにより、利用

者支援に関わる事で障害特性の理解が深まり、企業

訪問において障害特性等を踏まえたアセスメントを

行うことが可能になった。さらに、特定の求職者と

企業の適合性(マッチング)を想定した職場開拓が行

えると考えられた。 

各法人に配属された開拓員は、あくまでも所属す

る法人の利用者ニーズに対応するため、個々に適し

た実習先及び雇用先の開拓を推進し、所属法人の利

用者との適合が難しい場合に限り、他法人(サポート

事業委託法人)に企業情報の提供が行われた。また、

他法人に情報提供を行うだけでなく、他法人で適合

した場合は他法人の支援員と企業担当者を引き合わ

せるまで引継ぎを行うものとされた。 

②報告書等の書式と除外リスト 

サポート事業として、日報、企業訪問報告書、開

拓連絡票（企業情報を他法人に周知する書面）、月報、

開拓実績表などの書式が統一された。特に、職場開

拓を展開していく上で、他法人(サポート事業委託法

人)とのトラブルを回避するために、除外リストに記

載された特定の企業等に対しては、それを記載した

法人以外は開拓業務を行わないこととされた。 

③他機関との業務上のバッティング対策 

職場開拓を行う上で他機関(大阪府障がい者就労

サポート事業等)とのバッティングが予想されるた

め、他機関とのバッティングを避ける手段としてメ

ーリング・リストを活用し、企業訪問前の報告及び

企業訪問報告書(情報共有)を他法人に伝達すること

とした。 

また、各々の法人が訪問のアポイントを取る際に、

企業等に対して混乱を招く可能性が高いことから、

原則として、サポート事業の名称は出さず、所属法

人名のみを名乗り職場開拓を進めて行くこととした。

（例外として、企業訪問を取り付けるためであれば、

「サポート事業」の名称を出すこととする。） 

また、飛び込みによる訪問も可とするが、業務上

のバッティングを避けるため、飛び込み訪問後はメ

ーリング・リストを活用して各法人の開拓員に周知

することとした。 

 

４  結 果 

職場開拓における基礎知識、障がい特性及び利用

者ニーズの把握、開拓経験者との同行訪問など、こ

れらの研修期間を得てのスタートとなった為、４月

及び５月は、訪問件数、実習開拓件数、実習施行件

数共０件であった。６月は、訪問件数４件、実習開

拓件数２件、実習施行件数１件であった。７月は、

訪問件数 12 件、実習開拓件数０件、実習施行件数０

件であった。８月は、訪問件数６件、実習開拓件数

２件、実習施行件数２件であった。９月は、訪問件

数５件、実習開拓件数１件、実習施行件数１件であ

った。10 月は、訪問件数４件、実習開拓件数０件、

実習施行件数０件であった。11 月は、訪問件数４件、

実習開拓件数１件、実習施行件数１件であった。 

表１及び図１は４月～11 月までの開拓実績(訪問

件数、実習開拓件数、実習施行件数)を示した。また、

表２は、開拓企業名、区分(実習・雇用・授産)、職

種、実習内容等を示した。 

 

５  考 察 

訪問件数について、従業員数 56 人以上 200 人以下

の企業は、障がい者の雇用義務はあっても雇用納付

金制度には該当されない為、企業にその意思がない

と訪問さえ難しいと考えられる。逆に制度に該当す

る企業は、他機関(大阪府障がい者就労サポート事業、

支援学校等)との業務上のバッティングやハローワ

ークからの指導等も多く、訪問を断る理由も明確で

あり、実績からも全訪問件数 35 件に対して従業員数

200 人以上の企業が 10 件、200 人以下が４件、残り

は従業員数不明であるが、従業員数が把握できた企

業だけでも企業数は倍以上の差が見られた。したが

って、雇用納付金制度の該当の有無は、訪問の受け

入れに影響を与えていると推察される。 

開拓企業について、支援員から、対象者ニーズと

して清掃や製造系の実習など複数の要望が挙がって
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いたが、実際に開拓できたのは実習企業のみで、し

かも業種は清掃が中心であった。これは、全 35 件の

訪問件数に対して製造系（製造業務がある企業）は

９件と訪問件数が上がらなかった要因として、他の

就労関係機関及びサポート事業内部とのバッティン

グを極力避けたことや、事業目的の１つである障が

い者の雇用啓発を重視したことから、可能な限り障

がい者雇用の経験がない企業、具体的には法定雇用

率制度が適用されない企業を選定したことで、対象

者ニーズに応えた為であると考察される。 

また、表１及び図１によれば、開拓できた企業は

全て社会福法人や医療法人であり、公共性が強く社

会責任が求められる福祉サービスを提供する事業所

のみの開拓となった。これは、本来であれば、企業

の従業員が行う作業を職場実習という方法を取り入

れることにより、容易に労働力を補完できるという

メリットに繋がったものと推察される。また、障が

い者の体験実習という点では、経験のない企業にと

って、援助付の実習であることが不安や負担の軽減

に繋がるだけでなく、ＣＳＲやコンプライアンスと

いった企業ニーズにマッチしたものと考えられる。 

また、サポート事業として特に実習企業の開拓に

対する要望が強いことから、依頼目的を明確に伝え

ることで、訪問件数が比較的上昇した。これは、訪

問の意図が明確に伝わり、体験実習であることをア

ピールした結果だと考えられる。 

 

（1）成 果 

平成 22 年度(第１期)の成果は、利用者ニーズ(職

種、通勤圏域等)を把握し職場開拓を行った背景に、

障がい特性の理解、利用者・ご家族の要望の確認及

び支援体制等について支援員と共通認識を図ったり、

実習受入れに前向きな企業に対しては、事前の打ち

合わせ等において、支援員と企業訪問を行い、具体

的な利用者像や支援方針等を支援員から説明したこ

とにより、施設外での体験実習が可能となった。 

そもそも、特別養護老人ホームＳ(表２)の開拓に

おいて、すでに清掃関係や福祉関係の実習先が確保

されていたにも関らず同業種の開拓を進めたことで

実習開始に繋がらなかったことから、企業選定及び

支援体制等に関して、開拓員と支援員間の情報共有

が充分行えていなかったことが明らかになったから

である。 

そこで、支援体制及び支援計画などを見直し、支

援員側から必要な情報が得られるシステムや開拓業

務を就労支援の一環として捉え、開拓員が利用者ニ

ーズだけを情報として受けるのではなく、開拓員と

支援員が具体的な支援計画を基に開拓の時期や方法

等についても共有する、「チーム支援」としての体制

が構築されたことが成果として挙げられる。 

 

（2）課 題 

本事業を含めた就労支援の課題として、障がい者

が社会の中で普通に働くためには、法律や制度など

の就労関係サービスだけでなく、雇い入れる企業の

文化や理念等の比重が高く、事業主の関心は、「どん

な障がいがあるのか？」ではなく、「どのぐらい働け

るのか？」が主であり、リスクと生産効率から採用

を検討する企業が一般的であった。しかし、サポー

ト事業が開始され、開拓員等が別の側面から障がい

者雇用における付加価値を提示することで、事業主

の視点や価値観に変化を与える機会が生まれたこと

は、障がい者就労における進展であると考えられる。

しかし、改めて就労移行支援事業を見直すと職場実

習から雇用までの支援がサービスの主とされ、本来、

重点が置かれる筈の就労継続のための支援に給付加

算が付かないという制度上の矛盾が見られる。 

例えば、某市町村では雇用されている障がい者が

仕事帰りに施設に立ち寄り相談(職場の問題)を受け

たとしても、就労移行支援の実績として認められな

いことや、週３日就労され残りは施設利用をされて

いる場合にも、就労移行支援のサービス期間が過ぎ

れば、半年間支援の延長が許されたとしても、給付

加算の対象とされていない。つまり、就労移行支援

の期間中または終了時にトライアル雇用もしくは試

用期間を除き、雇用契約が交わされた事により、就

労移行支援は一応終了する形となる。漸く雇用が決

まり、これから継続的支援を開始する段になって、

制度上の制約により、関係機関(地域障害者職業セン

ター、就業・生活支援センター)にフォローを頼む他

手立てがない。このようなことからも慢性的な人員

不足がフォローアップ機関にも見られるようになっ

てきており、雇用された障がい者の生涯を通して自

立を支える制度としては不備があるといえる。その

意味において、雇用はあくまで手段であり、如何に

雇用に至ったかではなく、雇用継続を通して障がい
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者の自立を支えていくことが本来の目的である。 

本事業を含めた就労移行支援事業にとって必要な

のは、職場開拓から継続的就労の過程において、障

がい者が如何に普通に働き続けられる環境を企業と

の折り合いの中で構築していけるかという側面にか

かっている。ただ、企業にとって、障がい者に雇用

の機会を意図的に創出する活動は、同時に非効率的

と思われる活動を選択する行為でもある。それは、

一方で新たな文化や理念を企業に植え付けようとす

る行為であり、共通した価値感を企業と持つための

関係創りであるともいえる。つまり、それを推し進

めていく仕組を作っていく事が今後の課題である。

 
 

表１  実習開拓実績件数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 総累計 

訪問件数 0 0 4 12 6 5 4 4 35 
開拓件数 0 0 2  0 2 1 0 1  6 
実習施行件数 0 0 1  0 2 1 0 1  5 

 
図１  実習開拓実績件数 

 
 

表２  実習開拓企業 

 企業名 区分 職種 実習内容 備考 
１ H.K 保育園 実習 清掃 期間：9/13~9/29  時間：12:30~15:30（全 8 回） 体験実習のみ 
２ （有）R フプラス 授産   授産の紹介のみ 
３ A.T 保育園 実習 清掃 期間：11/8~11/19 時間：13:00~15:00（全 6 回） 体験実習のみ 
４ 介護老人保健施設 S 実習 清掃 期間：1/12~1/28  時間：10:00~12:00（全 6 回） 体験実習のみ 
５ 特別養護老人ホーム S 実習 清掃  他法人に情報提供 
６ U 保育園 実習 清掃 期間：2/28~3/17  時間：9:00~12:30（全９回） 体験実習のみ 
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回復期での介入が紡いだ職場復帰への道 
 

○佐藤 かほる(横浜新緑総合病院リハビリテーション科 作業療法士) 

玉井 洋平(横浜新緑総合病院) 

大平 雅弘(横浜新緑総合病院/首都大学東京人間健康科学研究科博士課程前期) 

 

１  はじめに 

脳血管障害発症後の職場復帰を行うには、運動麻

痺や感覚障害、高次脳機能障害や抑うつなど様々な

障壁があり幅広い支援が必要とされる。特に、高次

脳機能障害は、復職に多大な影響を与えるにも関ら

ず、認知度は低く周囲から理解し難い障害である。

職場復帰にあたり、高次脳機能障害の理解・認識は、

本人のみならず、家族や職場にも不可欠である。 

今回、急性期の状態から介入を始め、専門機関

を介さず職場復帰に至った症例を経験した。今回

の経験から、高次脳機能障害の障害認識と家族や

会社の受け入れ体制整備の重要性を感じたので、

考察を含め以下に報告する。 

 

２  事例紹介 

55 歳男性 診断名：脳出血(左被殻) 

社会背景：家族は妻と祖母と同居、息子二人が独立。

発症前は部長として図書館に勤務し、自宅から一時

間半かけ満員電車で通勤していた。主な業務内容と

しては、会議資料や議事録作成、資料のチェックや

部下への業務指示等に従事していた。  

 

（1）入院から職場復帰までの流れ 

仕事帰り飲酒中意識朦朧となり、その後運動麻痺

が出現、救急病院へ搬送される。血腫増大で意識レ

ベル低下認め、手術目的で当院へ転院され、開頭血

腫除去術施行。２週間の急性期治療を経て、回復期

病棟へ転棟し専門的なリハビリテーションを受ける。

受傷後２ヶ月で ADL/APDL 自立し退院。その後、

外来通院をしながら職場復帰を果たす。  

 

（2）障害状況 

急性期では、右半身に中等度の運動麻痺、軽度の

感覚障害を認め、書字の困難さ、歩行のふらつきが

みられた。高次脳機能障害では右身体失認、肢節運

動失行、注意障害(持続性低下、選択性低下、同時処

理低下)、記憶障害(ワーキングメモリー)を認めた。

また、声量が少なく、換語困難もあり言葉に詰まる

様子を認めた。 

回復期では、運動麻痺や感覚障害は改善し、病棟

内 ADL は自立となった。書字やパソコン操作も可

能となったが疲労は残存。高次脳機能障害も身体失

認や肢節運動失行は改善を認めたが、注意障害(持続

性低下、選択性低下、同時処理低下 )、記憶障害(ワ

ーキングメモリー)は残存していた。また喚語困難、

声量は徐々に回復し日常生活の会話は可能となった。

しかし、唾液が貯留し、言葉につまる症状は残存し

ていた。各時期の神経心理学的検査の結果は、以下

の表に記載する。 

      表１ 神経心理学的検査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  経過 

 高次脳機能障害に対しての本人、家族、職場の理

解と職場復帰に向けた作業療法士（以下「OT」とい

う。）の関わりを中心に記述する。 

 

（1）急性期(発症～２週間) 

①障害認識 

本人に疲労の自覚はあるが、職場復帰と高次脳機

能障害は結びついておらず、「手が治れば仕事にもど

れると思います。」との発言が聞かれていた。また面

談の際、本人と妻は「職場復帰で問題となる事は、

手の動きにくさと通勤ができるかどうか。」と話して

おり、高次脳機能障害が職場復帰に与える影響につ

いて自覚は低かった。  

  急性期 回復期 外来時 

WAIS-R 全 IQ 94 106 128 

言語性 IQ 98 111 131 

動作性 IQ 90 99 117 

TMT-A 

 (平均 109.3 秒) 
124 秒 125 秒 108 秒 

TMT-B 

 (平均 150.2 秒) 
255 秒 168 秒 140 秒 
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②本人への関わり 

入院当初から本人と妻より職場復帰の希望があっ

たことから、急性期の段階から勤務体制や職務内容

などの情報収集を開始した。 

 

③家族や会社への関わり 

職場の同僚や上司が面会に来た際は、妻から現状

を伝え、定期的な報告を行うよう働きかけた。 

 

（2）回復期(入棟から１カ月) 

①障害認識 

高次脳機能障害に関して、テレビや新聞、パソコ

ン操作での疲労や効率の低下など治療や生活場面で

の気付きも本人から聞かれるようになった。また、

「手は良くなったとしても、仕事に戻るには高次脳

機能障害が問題。」と聞かれるようになり、注意障害

や記憶障害、疲労が職場復帰にも影響を及ぼす事へ

の気付きが現れた。  

 

②本人への関わり 

OT・言語聴覚士(以下 ST)場面では、高次脳機能

課題プリントや高次脳機能検査、パソコン課題を実

施し、結果のフィードバックだけでなく各障害の症

状やそれが仕事に及ぼす具体例なども加え説明を行

った。また、『高次脳機能障害パンフレット』を作成

し、妻同席の下で説明を行うように配慮した。  

 

（3）回復期(２カ月～) 

①障害認識 

外出訓練では、人混みでの歩行や階段、電車内の

揺れなど問題なく可能になったが、疲労の訴えが聞

かれた。本人からは、「（外出訓練を行ってみて）今

までの通勤経路では、疲れてしまって仕事にならな

いのではないか。」との不安が聞かれるようになった。 

外泊時は通勤練習を兼ねて妻と公共交通機関を利

用し帰宅した。 

 

②本人への関わり 

病棟内歩行、ADL 自立し、職場復帰に向けた高次

脳機能障害中心のアプローチ、外出訓練や外泊など

実践的なアプローチに移行していった。  

病院では、実際の職務内容を想定し、パソコンを

使用したデータチェックの課題や資料作成など中心

に行った。外泊を繰り返す中で、通勤時間の満員電

車の体験や連続１時間以上のパソコン操作など、OT

から具体的な課題を提案した。  

 

③家族や会社への関わり 

妻に、外泊中の様子や気付いた点の書いたメモを

毎回の外泊後に OT へ提出するよう求めた。メモに

は、食事中の箸操作で細かい物がつまめない事や自

宅パソコンのメールチェックで疲れてしまう事、夜

間になると話が聞き取りにくくなる事など自宅での

具体的な様子が記載されていた。 

職場に対しては、この段階では本人と妻から、上

司に病状の説明をし、休職期間や退院後の職務等を

相談するよう助言した。 

  

（4）退院時 

①障害認識 

外出訓練・外泊を経て、退院前の面談では今後の

方針として本人と妻から提案が出された。①自宅と

職場の中継地点にマンスリーマンションを借りて単

身生活を送り、平日はそこから通勤する事、②職業

センターは利用せず、当院で外来通院を続けながら、

職場復帰を目指す事の２点であった。  

また、職場復帰に関して、本人から職務内容の工

夫、休みの利用方法など具体的な提案が聞かれるよ

うになるなど、職場復帰に向けた具体的なイメージ

が形成されてきた。 

 

②本人への関わり 

職場との面談の場を設け、職場や自宅など環境の

受け入れ体制の整備を実施した。 

職場の上司を病院へ招き、本人と妻と上司に対し、

医師、OT、ST から高次脳機能障害含めた症状の説

明と対応方法、復帰の流れについて面談を設けた。

面談にあたり、職場用の資料を作成し、事前に本人

と妻へ説明した。資料には、高次脳機能障害で起こ

りえる問題や失敗、その理由、対応方法を記載した。 

 

③家族や会社への関わり 

職場では、本人と妻からの電話連絡を受け、出勤

時間や業務内容について面談前に対応を検討。面談

時上司から退院後の休暇期間、フレックスタイム(開

始と終了１時間短縮)、２勤１休の案が出された。 
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退院後半月は通院しながら引越し、１カ月の自宅

療養後に職場復帰する流れとなった。 

 

（5）外来フォロー 

①障害認識 

通勤時間は、引越し先から徒歩と電車で 30 分程

度。勤務は週４日、１日６時間で、２勤１休の体制

から始まった。仕事が始まると、本人からは言語面

と疲労の訴えが中心であった。懸念されていた通勤

時の疲労に関しては聞かれず、パソコンや会議など

業務について中心であった。言語面では緊張すると

言葉に詰まってしまう事や夕方になると唾液が貯留

し不明瞭になる症状は残存していた。  

 

②本人への関わり（週１回の外来 OT） 

定期的な高次脳機能検査と、主には本人からの相

談や悩みに対し対応方法について検討を行った。 

本人は外来時に不安を話し、その都度対応を OT

と考えていくことで「来て話すだけでも大きな支え

になっている。」との発言も聞かれた。  

 

③家族や会社への関わり  

面談時の OT の提案を基に、勤務内容を縮小し、

資料作成後はダブルチェック、会議や出張への参加  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頻度を減らすなどの対応がとられた。また、上司や

部下から疲労を配慮した声掛けや仕事量の調整など

協力的に関わりが持たれていた。 

職場復帰から２ヶ月後にフルタイム勤務となり、

勤務内容も段階的に増えていった。３ヶ月後には週

５日フルタイム勤務へと移行し、病前と同様の労働

条件での職場復帰を果たした。  

 

４  考察 

 本症例が専門機関を介さず職場復帰を可能とした

OT の介入に関して以下に考察する。また、図に全体

の流れを記す。 

 

（1）介入のタイミング 

 松為ら１)は、入院中は医療措置が最優先になりや

すく、職業リハビリテーションへの移行は遅れがち

であると指摘している。 

本症例の場合、急性期の医学的リハビリテーショ

ンの段階から、それに並行して具体的な情報収集を

行い、また、家族から職場へ定期的な報告を行えて

いた。早期から職場復帰に向けた準備が開始出来た

事が職業リハビリテーションへ円滑な移行につなが

ったと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 職場復帰への流れ 
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（2）高次脳機能障害の認識 

①本人への介入 

 水沼ら２)は、高次脳機能障害者の職場復帰にとっ

て、自身の障害についての気付きや理解、受容がポ

イントになると述べている。 

本症例において、本人と妻は急性期から職場復帰

の希望はあったが、高次脳機能障害と職場復帰は結

びついておらず身体機能の問題と解釈していた。回

復期では、高次脳機能障害について自覚が高まった

事で、徐々に仕事とリンクして考えるようになり、

具体的な勘案が聞かれるようになった。 

これには、パソコン操作や外出訓練などの実践に

近い場面での経験が、気付きから理解、対処法の考

案へとつながったと思われる。木伏ら 3)は、「障害認

識には気付かないレベルから、知的な気付きを経て、

体験の積み重ねによる体験的な気付きへ促進する」

とも述べており、入院期間に実践的な経験を重ねた

事が効果的であったと考えられる。  

また、検査結果のフィードバックや高次脳機能障

害の症状だけでなく、仕事に及ぼす具体例とその対

処法なども加え説明していった関わりが、より職場

復帰へのイメージへと繋がったのではないかと思わ

れる。 

よって、高次脳機能障害を認識する事は、自身に

必要な支援や条件を検討、判断する事にも繋がり、

先行研究同様に重要であったと言える。  

 

②家族と職場への介入 

田谷 4)は、高次脳機能障害に対する周囲の理解は、

仕事量の調整や能力に見合った職務の準備など配慮

がなければ就労は困難と示唆されると言っている。 

症例の場合、職場では労働条件の緩和、疲労を配

慮した仕事量の調整など配慮が得られた。これには、

職場側の身体機能や高次脳機能障害に対する理解が

あった結果と思われる。職場は、早期の段階から定

期的に妻や本人から連絡があり、回復過程や状況を

把握できていた。また、病院での面談時、症状だけ

でなく現在出来る職務、起こりえるトラブルやその

理由と対応方法を呈示した事で、職場側の障害の理

解ができ、問題点が明確化できたのではないかと考

える。 

そして、家族の理解として、OT は高次脳機能障

害の説明に関して、妻同席の下で行った。妻の高次

脳機能障害に対する理解は、職場の調整の必要性に

も気付き、定期的な報告を行えただけでなく、外泊

や外出時に実践的な練習が行えた事にも繋がった。 

 以上のことから、早期から本人だけでなく、職場

や家族に OT が介入を行った事で、段階的に職場復

帰への基盤が作られ、専門機関を介さず職場復帰が

可能になったと考える。 

 

５  おわりに 

 本症例を通し、高次脳機能障害を有する患者の職

場復帰には、早期から介入を始める必要性と本人、

家族、職場の障害理解の重要性を強く感じた。今後、

症例を重ねていき、OT として本人の障害認識を高

め、周囲への理解を促すために行える事を考え、適

切なタイミングで本人や家族、職場側に必要な支援

が提供できるよう努めていきたい。  
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高次脳機能障がいがある方への就労支援プログラム 

 
○伊藤 豊（神奈川リハビリテーション病院職能科  職業指導員） 

泉 忠彦・千葉 純子・山本 和夫・松元 健・椎野 順一・小林 國明・大家 久明・太田 博子 

（神奈川リハビリテーション病院職能科） 
  
１  はじめに 

神奈川リハビリテーション病院職能科では、脳

損傷による高次脳機能障がいを有する方を対象に、

復職や就労に向けた支援を行っており、支援内容

は支援計画の作成、個別訓練、集団訓練、職場内

リハビリテーション、家族・関係者への支援、職

場調整、関係機関との調整などがある。このうち

「集団訓練」は、訓練場内に設定した模擬的な職

場環境の中で高次脳機能障がいが及ぼす影響の理

解を促進し、必要な補完手段使用の習慣化による

対処法や職場で必要なソーシャルスキルを身に付

けることを目的としている。「職場内リハビリ

テーション」は、復職や就職をする前に実際の職

場環境を利用して高次脳機能障がいが職業生活に

及ぼす影響について本人や家族の方に知っていた

だくことを目的として、事業所の協力を得て実施

するプログラムである。 

就労支援を障害者職業センターとの連携で進め

る際に、評価期間と個別訓練で実施するトータル

パッケージの情報が共有化されている。１）医療

機関と就労支援機関の連携支援に関して、双方の

機関が就労定着要因として「本人の意欲」「事業

所の取り組み」を共通して重視しているとの報告

がある。２） 

 本稿では、平成19から21年度の間に就労支援を

行い就労した方について「集団訓練」と「職場内

リハビリテーション」の活用状況を整理し、就労

支援のプログラムを検討する。 

 

２ 目的と方法 

（1）目的 

 高次脳機能障がいを持ち復職・就職した方が利

用した就労支援の方法、集団訓練の利用と効果、

職場内リハビリテーションの利用と効果、就労支

援機関と連携した際の内容と情報提供、職場定着

要因の傾向を探ることを目的とした。 

 

（2）対象者 

 平成19年度～21年度の期間内に支援終了または

復職・就職した260人のうち、高次脳機能障がい

を持つ入院・外来者・更生施設利用者。 

 

（3）方法 

 カルテから、「転帰」、「受傷年月日」、「受

傷後期間」、「支援開始日」、「支援終了日」、

「職場内リハビリテーション開始日と終了日」、

「社会復帰日」、「復帰後の職務」の情報を得た。

調査票を支援担当者に配布し、「利用した支援方

法・制度」、「当事者への支援」、「事業所への

支援」、「集団訓練を利用した際の効果」、「職

場内リハビリテーションを利用した際の効果」、

「就労支援機関など諸機関との連携先と連携内容

及び情報提供内容」、「当事者にとって定着支援

に重要であった項目と特に重要であった項目」に

ついて情報収集を行った。調査項目は田谷(2010)

の支援項目を参考とした。２）３） 

 

（4）集団訓練の方法 

 集団訓練は事務系と実務系の場面設定がある。

事務系は名刺作成を作業課題とし、営業、受注、

名刺作成、納品などの業務を分担して、職場で必

要なソーシャルスキル、事務処理、パソコン操作

スキルの向上を図る。実務系は、封筒製作、シー

ル貼り、印押しなどの受注作業と納品、園芸など

の実務作業に取り組む。参加者はタイムレコー

ダーを押しメモと筆記用具を準備して着席する。

ミーティングで作業指示とスケジュール確認して

作業を遂行し、片づけ、作業記録、作業状況の振

り返りのための報告をしていただきフィードバッ

クを受ける。新規受講者は随時受け入れている。

新規参加者にはメンバーの一人がジョブコーチの

役割を担う。支援者は、高次脳機能障がいの影響

で生じた失敗の原因をフィードバックし、仕事に

対する障がいの影響、対処法や環境調整の必要性
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について理解が深まるよう働きかける。 

 

（5）職場内リハビリテーションの方法 

 高次脳機能障がいを有し復職を目標とする方に

は、実際の職場環境を活用して機能向上を図る

「職場内リハビリテーション」の活用を勧める。

復職する前に職業生活における障がいの影響につ

いて当事者と家族が理解を深め、対処法を検討し

身に付けていく。職場側にとっては、障がいを抱

えて働くことの理解につながり、復職・就労後の

職務の準備を整えやすくなる。病院長からの依頼

文、診断書、事業所との確認書を作成し、計画に

沿って2週間程度行なう。 

 

３ 結果 

 調査票で欠損値のない66人を分析対象者とした。

受障原因・疾患は、脳外傷39人、脳血管障害21人、

脳疾患６人であった。現職復帰（現職と記す）、

職務変更などを伴う復職（復職と記す）、新規就

職（新規と記す）の転帰と入院・外来・更生施設

別の人数を表１～３に示す。入院期間中の職場復

帰は５人あった。大多数は外来通院に移行してか

らの復帰である。 

 

表１ 脳外傷の転帰（人数） 

 現職 復職 新規 計 

入院 3 1 0 4 

外来 11 13 10 34 

更生施設 1 0 0 1 

 

表２ 脳血管障害の転帰（人数） 

 現職 復職 新規 計 

入院 0 1 0 1 

外来 4 10 4 18 

更生施設 0 1 1 2 

 

表３ 脳疾患の転帰（人数） 

 現職 復職 新規 計 

入院 0 0 0 0 

外来 2 2 1 5 

更生施設 0 1 0 1 

 

受傷日から支援開始の期間別転帰人数を表４に

示す。受傷日から就労までの期間別転帰人数を表

５、就労支援を行った期間別と就労後のフォロー

アップ支援期間別の人数を表６に示す。 

表４ 受傷から支援開始までの期間別転帰（人数） 

 入院 外来 更生施設 

３ヶ月未満 4 2 0 

３～６ヶ月未満 0 26 0 

６ヶ月～１年未満 0 16 3 

１年～２年未満 0 5 1 

２年以上 1 8 0 

 

表５ 受傷から就業までの期間別転帰（人数） 

 現職 復職 新規 

３ヶ月未満 1 1 0 

３～６ヶ月未満 5 1 0 

６ヶ月～１年未満 9 8 2 

１年～２年未満 5 10 5 

２年以上 1 9 9 

 

表６ 支援期間とフォローアップ期間別人数 

支援期間 
フォローアップ期間別人数 

期間無し ３ヶ月未満 ３ヶ月以上 

３ヶ月未満 10 2 0 

３～６ヶ月未満 8 5 0 

６ヶ月～１年未満 5 5 4 

１年から２年未満 8 1 4 

２年以上 1 2 11 

計 32 15 19 

 

職能科における支援内容は「認知機能向上」が

55件と特に多く、以下「情報提供」「職場訪問・

調整」「労働習慣・耐性」の順であった（表７）。 

 

表７ 利用した支援方法の件数（複数回答） 

支援方法 重要 特に重要 

職場訪問・調整 32 1 

集団訓練（模擬職場） 27 2 

職場内リハビリテーション 18 2 

ジョブコーチ 4 1 

ハローワークとの連携 3  

事業所との連携 25  

職場のリハビリ出社制度 3  

認知機能向上 55  

身体機能向上 10  

労働習慣・耐性向上 29  

面談による精神面のサポート 2  

制度などの情報提供 34  

生活習慣への支援 10  

家族・関係者への支援 24  

事業所適応支援 9  

事業所環境改善への助言 4  

事業所への相談支援 20  

事業所フォロアップ支援 １1  

 

集団訓練（模擬職場）は29人が利用し、全体66

人に対する利用率は43％だった。利用した効果の
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件数は、「障害認識の向上・代償手段の獲得」

「対人スキルの獲得」の順に多かった(表８)。 

 

表８ 集団訓練利用効果（複数回答） 

効果 件数  

作業遂行への影響確認 4  

注意・記憶力の確認 1  

体力の向上・作業耐性 2  

障害認識・代償手段獲得 18  

職場のルール・マナー 1  

生活リズム・日課の形成 4  

対人スキル・対人関係 10  

 

職場内リハビリテーションは20人が利用し、利

用率は30％だった。利用した効果は、「事業所の

理解」が20人の70％にあった（表９）。 

 

 表９ 職場内ハビリテーション利用効果（複数回答） 

効果 件数 

職場環境の設定・改善 2 

体力向上・耐性・疲労の確認 5 

作業遂行への影響の確認 3 

労働習慣の形成 2 

職務内容の選定・調整 2 

事業所の理解 14 

本人の障害理解 3 

 

就労支援機関との連携支援ケースは８名あり、

その内訳は「脳外傷・外来・新規就職」４人、

「脳血管障害・外来・新規就職」２人、「脳血管

障害・更生施設・新規就職」１人、「脳血管障

害・外来・復職」１名で、新規就職者による活用

が殆どだった。全体に占める連携ケースの割合は

12％、新規就職者16人に対しては43％になる。主

な連携先は「地域障害者職業センター」６件、

「ハローワーク」３件、「障害者生活・就業支援

センター」１件だった（表10）。連携先に求めた

支援内容は、「ジョブコーチ」５件、「事業所へ

の直接支援」が４件だった（表11）。 

 

       表１０ 就労支援機関との連携支援 

連携先 件数  

地域障害者職業センター 6  

ハローワーク 3  

障害者生活・就業支援センター 1  

 

 

 

       表１１ 就労支援機関との連携内容 

連携先に求めた内容 件数  

ジョブコーチ支援 5  

事業所への直接支援 4  

本人への適切な情報提供 1  

 

就労支援機関への情報提供は「リハビリテー

ション経過」と「病識」が多かった（表12）。 

 

 表１２ 就労支援機関へ情報提供の件数（複数回答） 

内容 件数  

リハビリテーション経過 6  

治療経過 2  

健康管理上の留意点 1  

病識 5  

作業遂行能力 2  

神経心理学的所見 2  

障害認識・代償手段獲得 2  

コミュニケーション 1  

身体機能所見 1  

 

職場定着支援で支援者が重要と回答した件数は、

「当事者の就労意欲」「事業所の受け入れ支援」

「家族の協力」の順であった（表13）。 

 

    表１３ 職場定着要因の件数（複数回答） 

重要と考えた支援内容 重要（件数） 特に重要

当事者の就労意欲 48 １ 

高次脳機能障害の程度 23 2 

事業所の受け入れ支援 35 8 

認知機能リハ 6  

家族の協力 30  

ジョブコーチ 6 １ 

作業遂行能力 27 2 

職場内での直接支援 １  

就労支援機関との連携 2  

 

４ 考察 

脳外傷・外来通院者の転帰（表１）で、現職、

復職、新規の人数がほぼ均衡していることは、現

職復帰が難しい傾向を表している。 

受傷から支援開始までの期間は、入院では受傷

後３ヶ月以内の受診が多い一方、受傷後４年近く

経過して受診された方も1人ある（表４）。外来

で受傷後３～６ヶ月が最も多くなっているのは、

退院した後も支援の継続が必要な方が多いためと

考えられる。更生施設では受傷から６ヶ月以降に

支援開始している。 

受傷日から就労に至るまでの期間は、現職の
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ピークが６ヶ月～１年であるのに対し、復職の

ピークは１年～２年となっている（表５）。現職

復帰が可能な方は比較的早く復帰し、職務の変更

を伴う復職では、本人への支援、事業所への支援

に時間を要しているものと思われる。 

就労支援を行った期間と就労後のフォローアッ

プとの関係（表６）では、長期間フォローアップ

を要する事例の支援期間が長くなるのは当然とし

て、支援終了で就労に至ったフォローアップ無し

の事例32人においても６ヶ月以上の支援を要した

事例が14人（43％）あり、長期支援を必要とする

状況を裏付けている。 

利用した支援方法で「認知機能向上」の利用率

が83％と高いのは、医療機関のため受傷後の早期

から支援を開始しているためである。「集団訓

練」の利用率が43％、「職場内リハビリテーショ

ン」の利用率が30％に達し、前者では自己認識と

ソーシャルスキルの利用効果が主であるのに対し

て、後者では「事業所の理解」が主になっている

（表７～９）。 

「集団訓練」と「職場内リハビリテーション」

及び支援期間との関係を表14に示す。表６と合わ

せると、支援期間やフォローアップ期間の長短に

関わらず実施されている。特に支援期間1～２年

の方に対する「集団訓練」件数が13人中10人と最

多であることから、支援期間を短縮する効果は認

められない。支援期間やフォローアップ期間には

様々な要素が関わるためと考えられ、集団訓練の

枠内で一時的に高次脳機能障がいについての認識

が高まったとしても、それがそのまま職業生活や

地域生活で認識と行動が維持されるとは限らず、

時間の経過とともに様々な出来事が原因となって

獲得された技能が崩れてしまうこともあるため継

続的な支援が必要になっていると考えられる。休

職期限が短く病識が不十分な状態のまま職場復帰

せざるを得なかったり、高次脳機能障がいの認識

が不十分な段階で復職を焦って困難に直面し、受

け入れる職場側の理解も無く厳しい状況に至る例

もある。また、事業所に高次脳機能障がいについ

て説明しても、時間の経過で完全に治るものと捉

えられていることがある。従って、就労する前に

集団訓練や職場内リハビリテーションで本人と職

場双方の理解を深める過程が必要であり、そのた

めに就労まで時間を要しているとも考えられる。

職業復帰は就労支援のゴールではなく職業生活へ

の通過点であり、円滑な職場適応のための充分な

準備が望まれる。 

 

表１４ 集団訓練と職場内リハビリテーションの利用人数 

支援期間 総人数 集団訓練 職場内リハ 

3ヶ月未満 12 4 1 

3～6ヶ月未満 13 3 3 

6ヶ月～1年未満 14 6 6 

1年～2年未満 13 10 6 

２年以上 13 6 5 

 

医療機関と就労支援機関との連携において職業

リハビリテーションを開始する前の認知リハビリ

テーションが重要とされている。１）医療機関で

の支援は日常生活機能、認知機能への取り組みに

ウエイトがあり、事業所への直接支援や就労定着

支援を担うには限界があることから、ジョブコー

チ支援を含め就労支援機関との連携支援が今後も

期待される。２）４） 
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依存症者における就労支援の取り組み 

 
○秋山 真貴子（わくわくワーク大石  精神保健福祉士） 

 大石 雅之・大石 裕代（大石クリニック） 

雨森 清香（わくわくワーク大石） 

 
１ はじめに～わくわくワーク大石とは 

わくわくワーク大石（以下「当施設」という。）と

は、平成 19 年に横浜市中区に開設された精神に障害

を持つ方のための就労支援施設である。隣接する依

存症を専門とする大石クリニックが母体となり、メ

ンバーの 90％は、依存症者である。 

 

 

図１ 疾病別割合 

 

当施設は、障害者自立支援法に基づき、就労移行

支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型の３つ

のサービスを提供する多機能型施設である。平成 23

年９月現在のメンバー登録者数は 69 名で、内訳は表

1 の通りである。 

 

表１ メンバー登録者内訳 

メンバー登録者数     計 69 名 

就労移行支援       計 39 名 

男性 34 名 女性  5  名 

就労継続支援Ａ型     計 19 名 

男性  17  名 女性 2 名 

就労継続支援Ｂ型     計 11 名 

男性  11 名 女性  0  名 

 

メンバーの年齢は平均 53 歳で、内訳は図２の通り

である。 

 
図２ メンバー年代別内訳 

 

メンバーの生活状況は、生活保護受給者が 71％で

ある。 

 

 

図３ メンバーの生活状況 

 

２ わくわくワーク大石のプログラム 

当施設では、メンバーは、朝の９時から夕方５時

までの一日８時間のプログラムを行なうことになっ

ている。タイムカードを押し、朝の点呼から一日が

始まる。その後、ひとりひとり異なるそれぞれのプ

ログラムを行ない、一日８時間を過ごすことがはじ

めの目標となる。就労への第一歩として、一日８時

間、週５日ないし６日の生活リズムを整え、そのた

めの体力作りを目指すのである。 
また、空いた時間を作らないことで、その間は、

少なくともアルコールや薬物、ギャンブルから離れ

ることができると考えられる。 
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 プログラムは、スモールステップで、体力、能力

の向上に合わせ、ステップアップしていく訓練内容

となっている。障害者職業総合センター１）の「就業

支援ハンドブック」を参考に、当施設における就労

までのステップを図４に示している。 
 

 
図４ 就労までのステップ 

  

具体的なプログラム内容は、大きく分けて、治療

的要素の高いものと就労に向けた訓練に分かれる。

依存症者に対する援助は、これまで医療中心で行な

われてきたが、本人のよりよい生活の質（QOL）を考

えたとき、断酒に加え、就労することも、回復への

大きな要素であると考えられるのである。従って、

両方向から、同時にプログラムに入れていくことも

重要であると考えられる。 

当施設では、公園清掃、ビル清掃、道路清掃、ヘ

ルパー補助訓練、検体容器セット作業、公園管理、

ミーティング、食事当番等を組み合わせて 1 週間の

プログラムを作成している。 

 

３ 随伴性マネジメント導入の試み  

随伴性マネジメントは、Paul M.G. Emmelkamp 
& Ellen Vedel２）によれば、「特に薬物乱用者に対し

て有効であるというエビデンスは、最近ではかなり

蓄積されてきて」おり、当施設では、薬物以外にも、

アルコールやギャンブル依存症者に関しても、随伴

性マネジメントの導入を試みている。また、Paul 
M.G. Emmelkamp& Ellen Vedel２）によると、「オペ

ラント条件づけの原理にもとづく随伴性マネジメン

トは、尿検査による断薬の確認など、観察可能な目

標行動を患者が示した場合に、患者の意欲を引き出

すような何らかの報酬を提供する治療方法」で、「随

伴性マネジメントにもとづくプログラムでは、望ま

しい行動が確認された場合、具体的な強化因子（ク

ーポン券）が患者に提供され、望ましい行動が確認

されない場合には、強化因子の提供は中止される。」

また、「随伴性マネジメントの目標には、単に断薬を

強化するだけでなく、患者を薬物と関係のない活動

に参加させることによって再発を予防することも含

まれている」とされ、当施設では、生活習慣を変え、

それを継続することによって、報酬がなくなっても、

断酒、断薬の生活習慣が残ると考えている。 

当施設では、望ましい行動は、断酒すること、断

薬すること、ギャンブルを止めることである。さら

に、それらの行動に加え、施設への出席状況の改善

が、随伴性マネジメント導入の目的である。プログ

ラムへの出席率を高め、就労に向けた労働習慣の確

立を目指したいと考えている。 
ひとりひとり異なるプログラムは、担当のスタッ

フと面談の中で相談しながら、それぞれの目標設定

に沿って作成していく。各自のプログラムは、プロ

グラム表に記載され、ファイルに綴じ、１か月分の

プログラム表を各自がいつでも持って歩き、１日、

１週間、１か月の予定を自分で確認し、自分で予定

に合わせて行動することができる。 

Budney.Sigmon.&Higgin２）によれば、「実際に望

ましい反応が起こっているかどうかに関する正確な

情報が得られるよう、効果的な監視システムが不可

欠である。患者の自己申告では全く当てにならない」

とのことから、プログラム表は、出席の有無を確認

するために、決められたプログラムに出席すると、

そのプログラムの担当スタッフが、確認印を押すこ

とになっている。確認印は、赤色が望ましい行動に

対して、青色が望ましくない行動に対して押され、

視覚的にもわかりやすいものとしている。 

たとえば、まず朝は、アルコール呼気検査にて断

酒が確認されると、赤印が押され、指示のある服薬

ができると、服薬欄に赤印が押される。さらに、朝

の点呼に遅刻せずに出席できると、赤印が押され、

午前のプログラム、午後のプログラムにそれぞれ出

席できると、その欄に赤印が押される。１日の全て

のプログラムに出席することができると、１日の最

後に、「全出席」という赤丸の印が押される。また、
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正当な理由で、事前に欠席、遅刻、早退の届け出が

ある場合は、報告ができていると評価される。逆に、

事前に届け出もなく、もしくは無断で、プログラム

に欠席、遅刻、早退した場合は、その欄に青印が押

され、１日の最後に、「あと少し」という青丸の印が

押される。また、施設に無断で来所がない場合、ス

リップが発覚した場合は、「欠席」の青丸の印が押さ

れる。 

赤印は、望ましい行動であり、断酒や断薬、ギャ

ンブルが止まっていることが確認でき、工賃訓練に

も参加でき、正の強化因子として、工賃が支払われ

る。さらに、赤印が１か月継続した場合は、報酬が

与えられ、今回は、温泉旅行が提供される。青印は、

望ましくない行動であり、スリップしたことやプロ

グラムに欠席、遅刻、早退したことが確認されると、

負の強化因子として、一定期間、工賃訓練を無償ボ

ランティアとするペナルティが提供される。 

 

４ 調査対象と方法 

 調査対象は、依存症者 30 名（男性 28 名、女性２

名）で、アルコール依存症 27 名、薬物依存症１名、

ギャンブル依存症１名、クロスアディクション１名

である。 

調査は、平成 23 年の５月、７月、８月、９月のプ

ログラム出席状況を比較する。メンバーのプログラ

ム表に押された確認印（「全出席」「あと少し」「欠席」）

の割合を、月ごとに検討した。 

 

表２ 確認印の種類 

全出席（赤） 施設に時間通り来所し、プログラム

に全て出席した場合。 

あと少し（青） 施設に来所したが、プログラムに事

前に届け出なく、欠席、遅刻、早退

した場合。 

欠席（青） 施設に無断、もしくは事前の申し出

なく、来所ない場合。もしくは、スリッ

プが確認された場合。 

 

確認印の「全出席（赤）」は、時間通りに施設に来

所でき、プログラムに全て出席できたことを意味す

る。正当な理由があり、事前にスタッフに欠席や遅

刻、早退の届け出をしたメンバーは、「全出席」とみ

なしている。確認印の「あと少し（青）」は、施設に

来所はしたが、事前に届け出がなく、もしくは、無

断でプログラムに欠席、遅刻、早退したときに押さ

れる。確認印の「欠席（青）」は、無断で施設に欠席

した場合、もしくは、スリップが発覚した場合に押

される。 

調査月を５月、７月、８月、９月にした理由は、

各月ごとに随伴性マネジメントの取り入れ方が異な

り、それらの影響を比較するためである。５月は、

随伴性マネジメント導入前である。６月の試行期間

を経て、７月から、本格的にプログラム表の確認印

を導入し、８月から、欠席もしくはスリップの発覚

に対して、負の強化因子としてし、一定期間、工賃

訓練を無償ボランティアとするペナルティを導入し

た。９月からは、ペナルティに加えて、正の強化因

子を導入し、全出席が１か月継続したメンバーに対

して、報酬を提供することにした。今回は温泉旅行

とした。 

 

５ 調査結果 

「全出席（赤）」の確認印の割合は、随伴性マネジ

メント導入前の５月に比べて、導入後の７月には、

７％上がり、出席率が上がったとされるが、ペナル

ティ導入の８月には、７月に比べ 10％下がった。そ

の後、温泉旅行の正の強化因子を導入後は、６％上

がり、出席率は、53％と上昇した。 

 

 

図５ 全出席の割合 

 

「あと少し（青）」の確認印の割合は、随伴性マネ

ジメント導入前の５月と比較し、導入後の７月、ペ

ナルティ導入の８月には下降が続き、プログラムの

欠席や遅刻、早退の改善がみられた可能性がある。 
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図６ あと少しの割合 

 

「あと少し（青）」＋「欠席（青）」の確認印２種

類の割合は、すなわち、１か月間に、プログラムに

欠席、遅刻、早退をした日もあれば、欠席もしくは、

スリップが確認された日もある割合である。５月の

随伴性マネジメント導入前に比べ、ペナルティ導入

後の８月、温泉旅行導入後の９月は下がっている。 

 

 

図７ あと少し＋欠席の割合 

  

「欠席（青）」の確認印の割合は、施設に無断欠席

した日、もしくは、スリップが確認された日がある

場合である。随伴性マネジメント導入前の５月と比

べ、導入後の７月には下降した。ペナルティ導入後

の８月には上昇したが、温泉旅行導入後の９月には、

欠席率が下がり、正の強化因子の影響も考えられる。 

 

図８ 欠席の割合 

 

６ 考察 

 当施設での随伴性マネジメント導入目的のひとつ

には、プログラムへの出席状況の改善がある。出席

率は、導入直後には上昇が認められた。これは、確

認印をもらい、集めること自体が、メンバーの動機

づけにつながった可能性もあり、スタッフの確認印

による監視システムの影響も考えられる。また、出

席率は、ペナルティの負の強化因子導入後には下が

り、温泉旅行の正の強化因子導入後には上昇したこ

とから、望ましくない行動に対する負の強化だけで

はなく、望ましい行動に対する正の強化の両方を行

っていくと、出席率の改善につながる可能性がある。 

また、プログラムの欠席、遅刻、早退は、随伴性

マネジメント導入後に下降傾向がみられ、改善が認

められる可能性がある。欠席やスリップに関しては、

出席と同様に、負の強化だけでなく、正の強化の同

時導入によって、改善する可能性がある。また、正

の強化因子に温泉旅行という画一的な設定をしたが、

今回の報酬が動機づけにならなかったメンバーもい

ると考えられ、今後は、中身の多様性の検討も必要

とされる。さらに、調査を継続し、就職率との関連

も明らかにしていきたい。 

 
【文献引用】 

１）障害者職業総合センター：「新版 就業支援ハンドブ

ック」、p.16、（2011） 

２）Paul M.G. Emmelkamp& Ellen Vedel：「アルコール・薬

物 依 存 臨 床 ガイド」、p.82 p.87 p.122、金 剛 出 版

（2010） 
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職業リハビリテーション領域における研究課題に関する考察 
－米国との比較より－ 

 

○岩永 可奈子（職業能力開発総合大学校能力開発専門学科  講師） 

八重田 淳  （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 
 

１  研究の背景と目的 

リハビリテーション（以下「リハ」という。）サービスが利

用者にとって有効であるかを十分に検証した上で提供

することは、利用者にとっては有益であり、サービス提供

者にとっては義務である。そのための研究とそれに基づ

く実践は職業リハビリテーション（以下「職リハ」という。）

においても重要であることは論を待 たない。職リハは

様々な領域にまたがっており、研究領域は広く、一方で

職リハの研究に携わる人は少ない。こうした中で、研究

成果を効果的に蓄積していくためには、職リハの研究領

域を整理する必要がある。しかし日本では職リハの研究

領域と研究課題を量的に把握しようとした先行研究は見

当たらない。そこで本調査は、日本における職リハ領域

の研究課題として優先度の高い研究領域と具体的な研

究課題を探索し、米国での先行研究結果と比較し、今

後我が国が取り組むべき課題を探ることを目的とした。 
 

２  方法 

（1）調査方法 

１） 調査対象：職リハ関係者(職リハ研究従事者、障害

者職業カウンセラー、リハカウセリングの研究従事者）

76 名、障害者職業訓練機関指導員 77 名、計 153 名

を 対 象 と し 、 65 名 か ら 回 答 を 得 た ( 有 効 回 答 率

42.5％）。 

２） 調査期間：2011/6/18～25、7/27～8/5 

３） データ収集方法：WEB 調査法と留置き調査法による

自記式質問紙への回答により調査協力への同意を得

た。  

４） 調査内容：調査票は、2005 年 10 月に米国で行われ

た調査票（Rehabilitation Research Priorities Survey）１)

の翻訳版を用いた。 

①基本属性：性別、職種、障害者に対する専門職に携

わっている経験年数（以下「実務年数」という。）、学

歴。 

②リハの研究領域の優先順位：リハの介入、リハの成果、

カウンセラーの特性、利用者の特性、リハ過程におけ

る利用者の参加、リハ教育、障害に関連した問題、発

達課題と障害の８領域。優先順位（１位～８位）で回答

を求めた。 

③リハの研究課題に対する優先度：②の研究領域の下

位項目として具体的なリハの研究課題 63 項目（表２

参照）。優先度を５段階評定（優先度が低い=１、優先

度が高い=５）で回答を求めた。 

 

（2）米国調査について 

全米リハ教育者協議会（NCRE、 National Council on 

Rehabilitation Education）の会員全数を対象とした調査

（有効回答数 88 名）2) で、本調査では、この先行研究と

同様の手法を用いた。この調査の対象者の学歴は、学

部卒 5.7％、博士前期課程修了 10.2％、博士後期課程

修 了 88.1％であり、職 種 は、高 等 教 育 機 関 の講 師

11.4％、准教授 53.4％、教授 25％、その他 10％であり、

勤続年数は、平均 14 年（SD=10.3)であった。 

 

３  結果 

（1）基本属性   

１） 性別：男性 34 名（52％）、女性 31 名（48％）。 

２） 職種：職リハ実践者（以下「実践者」という。）25 名

（39％）、職リハに関連した研究者（以下「研究者」とい

う。）21 名（32％）、障害者職業訓練機関指導員（「以

下「指導員」という。）19 名（29％）。 

３） 実務年数:１年未満４名（６％）、１～３年未満６名

（９％）、３～５年未満３名（５％）、５～９年未満 21 名

（32％）、９年以上 31 名（48％）。 

４） 学歴:学部卒 39 名（60％）、博士前期課程修了 20

名（31％）、博士後期課程修了２名（３％）、その他４名

（６％）。 

５） 分析グルーピング：実務年数を、５年未満、５～９年

未満、９年以上の３群に分けた。学歴を学部卒、博士

前期課程修了及び博士後期課程修了（以下「大学院

卒」という。）の２群に分けた。その他の学歴は、分析

の際は除外した。性別により職種、実務年数、学歴に

有意な差があるか分析した。その結果、職種（χ2= 

5.37 n.s.）と実務年数（χ2=3.27 n.s.）、学歴（χ2=3.18 

n.s.）いずれにおいても、有意な差は見られなかった。 

 

（2）リハの研究領域の優先順位 

リハの研究領域の優先順位は、米国調査に倣い、ま

ず最頻値の高さ、次に同じ最頻値の項目の中で順位
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の平均値の低い（優先順位は高い）順番で決定した

（表１）。リハの成果や介入に関する研究領域、発達課

題と障害に関する研究領域の優先度が高く、 カウン

セラーの特性とリハ教育に関する研究領域は優先度が

低かった。 

 

表１ リハの研究領域）８領域)に対する優先度 

順位  本調査 米国 
本調査  米国   最頻値  平均  最頻値 平均

1 位 2 位 リハの成果 1 3。52 2 2。63

2 位 8 位 発達課題と障害 1 4。28 8 6。73

3 位 1 位 リハの介入 2 3。68 1 2。28

4 位 7 位 障害に関連した問題 2 4。10 7 5。17

5 位 3 位 リハ過程における

利用者の参加 3 4。70 4 4。56

6 位 5 位 利用者の特性 4 4。45 5 4。88

7 位 6 位 リハ教育 7 5。17 6 4。51

8 位 4 位 カウンセラーの特性 8 5。68 5 4。72

 
１） 職種・実務年数・学歴による違い：職種ではリハの介

入に対して、指導員が、実践者や研究者に比べ有意

に優先度を低くつけていた）F=6.17、 P<.01)。実務年

数及び学歴では、1%水準で有意な差は見られなかっ

た。 

２） 米国調査との比較：米国調査でも、リハの成果や介

入に関する研究領域について優先度は高く、リハ教

育については低かった。一方で障害に関連した問題

や発達課題と障害、カウンセラーの特性では異なる結

果であった。 

 

（3）リハの研究課題の優先度 

リハの研究課題 63 項目について優先度の高い順番

に示した。加えて米国調査の結果も記載した（表２）。順

位は、まず最頻値の高さ、次に同じ最頻値の項目の中

で優先度の平均が高い順番で決定した。優先度の高い

研究課題は、就労継続や障害者のキャリアの向上に関

連するもの、エビデンスに基づいたリハの実践等であっ

た。一方、優先度の低い研究課題は、カウンセラーの学

歴や免許・資格、性別に関連したカウンセラーの態度、

文化的な要因に配慮したカウンセラーの適性や教育カリ

キュラムであった。 

１） 職種・実務年数・学歴による違い：１%水準で有意な

差が見られた項目を表３に記載した。職種において、

５つの項目で優先度の差は見られたものの、63 項目

中、表３に示す項目しか差は見られず、研究課題の

優先度において職種・実務年数・学歴による大きな

差はなかったと言える。 

 

表３ 職種・実務年数・学歴によるリハの研究課題の 

優先度の違い）1%水準で有意差のあった項目) 

職種

身体機能評価の有効性 実践者  
研究者  ＜ 指導員 F=7。82

リハカウンセラーが法廷証

言できるための教育  
実践者  ＜ 指導員 F=6。58

福祉用具の有効性 実践者  ＜ 指導員 F=5。59

身体機能評価法の 
指導方法 

実践者  ＜ 指導員 F=4。94

エビデンスに基づいた 
リハの実践課程 

指導員  ＜ 研究者 F=4。92

実務

年数

同性愛者に対する 
カウンセラーの態度 

5~9 年未満  ＜ 5 年未満 F=5。79

学歴
障害がリハの過程と 
結果に与える影響 

学部卒  ＜ 大学院卒 t=2。98

 
２） 米国調査との比較（リハの研究課題の内容） 

①似た傾向の項目：就労の継続に関する研究、障害者

のキャリアの向上、エビデンスに基づいたリハの実践

課程、職業継続とキャリアアップに関する生涯発達な

どは本調査及び米国調査ともに高く、一方で、性別に

関連したカウンセラーの態度や身体機能評価法の指

導方法はともに低かった。 

②異なる傾向（30 位以上の差がある）の項目：民間機関

のリハサービスに関する研究、実践者に対するカウン

セリング等の教育、発達障害や精神障害に関する体

系的調査、職業評価について本調査の方が優先度

を高くつけており、一方でカウンセラーの持っている免

許や資格、文化的な要因に配慮したカウンセラーの

適性やリハサービスの実践・成果、障害者差別の撤

廃、福祉用具の有効性等は米国調査の方が優先度

を高くつけていた。 

３） 米国調査との比較（優先度得点別の項目数）：本調

査及び米国調査、各項目の最頻値の優先度別の項

目数を表４に示した。本調査では最頻値が優先度３

と優先度４の項目が多かった一方で、米国調査では

優先度５と優先度４が多かった。本調査の方が、全体

的に優先度を低くつけていた。 

 

表４ 本調査及び米国調査の最頻値の 

優先度別の項目数 

 優先度１ ２ ３ ４ 優先度５

本調査 1 項目 0 項目 27 項目 33 項目 2 項目

米国調査 0 項目 0 項目 8 項目 25 項目 30 項目

－ 436 －



 

表２ リハの研究課題に対する優先度  

順位   本調査 米国  順位   本調査 米国  
本調

査  米国   最頻値 平均 最頻値 平均
本調

査
米国  最頻値 平均 最頻値 平均

1 2 就労の継続に関する研究  5 4.38 5 4.31 33 10 障害者と家族の QOL に関する社
会心理  4 3.42 5 4.07

2 4 ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づいたﾘﾊの実践過
程  5 3.97 5 4.2 34 23 加齢と退職が障害者に及ぼす影

響  4 3.42 5 3.83

3 3 障害者のｷｬﾘｱの向上  4 4.02 5 4.28 35 57 対象別の機能評価の効果的な
方法について 4 3.37 3 3.53

4 6 職業継続とｷｬﾘｱｱｯﾌﾟに関する生
涯発達  4 3.94 5 4.15 36 29 参加型アクションリサーチ 3 3.69 5 3.53

5 14 利用者ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄの理解と実践  4 3.88 5 3.99 37 5 障害理解と障害差別の撤廃  3 3.57 5 4.19

6 25 障害者の実体験を理解すること 4 3.86 5 3.8 38 8 利用者のｻｰﾋﾞｽ受給に関する見
解  3 3.52 5 4.09

7 31 精神障害者に対するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに
基づいたﾘﾊの実践  4 3.86 4 4.11 39 24 障害 (者 )に対するｶｳﾝｾﾗｰの態

度  3 3.48 5 3.83

8 44 民間機関のﾘﾊｻｰﾋﾞｽの成果  4 3.85 4 3.65 40 38 障害のある大学生のニーズ 3 3.46 4 3.72

9 48 民間機関のﾘﾊｻｰﾋﾞｽの効果  4 3.85 4 3.53 41 22 慢性疾患に関する体系的調査  3 3.28 5 3.84

10 41 実践者に対するカウンセリング技
法の教育方法  4 3.83 4 3.67 42 28 ｶｳﾝｾﾗｰの専門家としての自覚  3 3.27 5 3.61

11 20 ﾘﾊ研究における障害者の参加  4 3.83 5 3.88 43 45 高齢者に対するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づ
いたﾘﾊの実践  3 3.16 4 3.64

12 43 発達障害に関する体系的調査  4 3.83 4 3.65 44 52 民間のｶｳﾝｾﾗｰに対する研修  3 3.14 4 3.36

13 21 ﾘﾊの研究と実践に対する障害者
家族の参加  4 3.82 5 3.85 45 63 ﾘﾊのｱｾｽﾒﾝﾄにおける ICF 枠組

みの活用  3 3.13 3 3.05

14 19 ﾘﾊの研究に「障害者の生の声」
を重視すること 4 3.81 5 3.89 46 15 福祉用具の有効性  3 3.05 5 3.98

15 16 ｷｬﾘｱ開発と障害  4 3.78 5 3.94 47 62 二次的な外傷後ストレスに対す
るｶｳﾝｾﾗｰの経験  3 3.02 3 3.08

16 46 職業評価の有効性  4 3.78 4 3.63 48 40 ﾘﾊを学ぶ学生の募集と学業継続  3 3.00 4 3.69

17 1 障害者のＱＯＬ 4 3.73 5 4.38 49 11 異なる文化の患者や障害者に対
するｻｰﾋﾞｽの成果  3 2.98 5 4.06

18 34 障害がﾘﾊの過程と結果に与える
影響  4 3.72 4 3.82 50 30 障害の概念モデル開発  3 2.98 5 3.52

19 9 個人的な障害と社会的な障害  4 3.71 5 4.08 51 36 身体機能評価の有効性  3 2.95 4 3.75

20 35 障害適応  4 3.69 4 3.81 52 55 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾂｰﾙとしてのﾈｯﾄの活
用 3 2.95 4 3.05

21 50 精神障害に関する体系的調査  4 3.68 4 3.47 53 56 量的研究デザイン 3 2.94 3 3.66

22 39 実践的なスーパービジョンのあり
方とｱｾｽﾒﾝﾄ 4 3.65 4 3.69 54 47 身体機能評価法の指導方法  3 2.92 4 3.56

23 58 実践者に対するﾘﾊｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ教
育  4 3.63 3 3.27 55 59 ﾘﾊｶｳﾝｾﾗｰが法廷証言できるた

めの教育  3 2.86 3 3.18

24 32 障害の程度がﾘﾊの過程と結果
に与える影響  4 3.63 4 3.85 56 13 異なる文化の人々に対するｴﾋﾞﾃﾞ

ﾝｽに基づいたﾘﾊの実践  3 2.86 5 4.02

25 12 ﾘﾊ成功の評価基準  4 3.61 5 4.03 57 37 利用者の人種や民族性がﾘﾊの
過程と結果に与える影響  3 2.81 4 3.73

26 51 障害学生の高等教育  4 3.59 4 3.44 58 27 多文化対応型のﾘﾊ教育ｶﾘｷｭﾗﾑ  3 2.80 5 3.75

27 7 就職斡旋の効果  4 3.57 5 4.09 59 26 ｶｳﾝｾﾗｰの持っている免許や資
格 3 2.61 5 3.8

28 33 慢性疾患者ﾘﾊのｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ(証拠 )
に基づいた実践  4 3.57 4 3.84 60 17 ｶｳﾝｾﾗｰの文化的な適性  3 2.57 5 3.92

29 18 実践者としての意志決定プロセ
スに関する教授法  4 3.55 5 3.91 61 61 ｶｳﾝｾﾗｰの性別に対する偏見  3 2.48 3 3.14

30 49 障害者によるピアサポートの影響  4 3.53 4 3.5 62 54 同性愛者に対するｶｳﾝｾﾗｰの態
度 3 2.31 4 3.15

31 60 加齢に伴う障害の体系的調査  4 3.45 3 3.17 63 42 ｶｳﾝｾﾗｰの学歴  1 2.13 4 3.66

32 53 職業評価ﾃｽﾄと本人の自己評価
を比べた際の妥当性  4 3.43 4 3.27        

－ 437 －



４  考察 

（1）優先度が高かった研究課題 

本調査では、リハの成果や介入に関する領域や発達

課題と障害に関する領域、具体的な研究課題では、就

労継続やエビデンスに基づいたリハの実践、キャリア形

成に関連する研究課題に対して優先度が高く、これらに

ついては米国調査でも同様の結果であった。職種別で

は身体障害に関わる項目において指導員の方が優先

度を高く付けていた。職業訓練機関では身体障害者や

知的障害者が主な対象であるのに対し、今回対象とした

職リハの実践者や研究者は知的障害や精神障害に主

に対応しており、このことが反映されたのではないかと予

想される。障害者の就労支援の現場ですぐに活かせるよ

うな研究や実践場面で直面している問題に関する研究

が求められていることが示唆された。 

また日本では民間機関のリハサービスに関する研究

や発達障害や精神障害に関する調査研究に対する優

先度が高く、米国調査では低かった。米国に比べ、日本

では民間のサービス機関が職リハサービスを提供するよ

うになってから、まだ日が浅く、研究自体も少ない状況で

ある。また発達障害者や精神障害者については、厚生

労働省が示す通り、ここ数年のこれらの障害者の新規求

職登録申込み者数の伸びは著しく３)、現場においてもこ

れらの障害者への対応が求められているであろう。このよ

うな状況ゆえに、これらの研究課題に対する研究実施の

優先度が高くなったのではないかと思われる。 

 
（2）優先度が低かった研究課題 

本調査では、カウンセラーの特性やリハ教育について

優先度が低く、一方米国調査では高かった。また本調

査では、米国調査よりも、全体的に研究課題の優先度を

低くつける傾向が見られた。 

米国には、リハカウンセラーという職リハを担う認定資

格があり、そのための高等教育機関をはじめとした教育

も確立しており、日本よりも職リハ領域の教育及び研究

は充実している４)。一方で、日本ではそれに対応する資

格はなく、高等教育機関においても職リハの講座はほと

んど導入されていない。米国では、職リハ教育が高等教

育機関をはじめ、様々な場面で充実しているからこそ、

研究に対する問題意識が高かったとも考えられる。一方

で、日本において研究への問題意識は米国ほど高くな

いことも予測される。また米国のリハカウンセラーに類す

る職種である障害者職業カウンセラーも少ない状況であ

る。このような状況ゆえに米国調査に比べ本調査では

「カウンセラー」について具体的にイメージﾞしづらかった

のかもしれない。本調査データの分析では、日本におけ

る職種や学歴による優先度の差は見られなかったものの、

調査対象者の職種や学歴の違い等による日米間の差

の要因研究については、今後の研究課題として残され

た。  

職リハ領域の教育及び研究体制そのものが米国に比

べ不十分な我が国では、研究への問題意識が低いこと

は否めない。職リハの領域の人材育成教育が充実して

いる米国が、より一層のカウンセラーの特性やリハ教育

に関する研究の必要性を感じているという現状を踏まえ

るなら、早急に日本の職リハ教育研究制度を見直さない

限り、研究の量と質の差は開く一方である。 

このような状況で、松為５)は、長年日本における職リハ

教育の低さや職リハの人材育成の必要性を指摘してい

る。良いサービスの提供のためには、提供する側の資質

の向上やそのための教育は欠かせない。職リハ従事者

研修の質と量のさらなる提供により、職リハ従事者が実

践のみならず研究に対しても意識を向上できるようにす

る取り組みが必要である。 

 
（3）本調査の課題 

調査対象者の数が少なく、また属性等(職種、業務で

関わる障害者の属性等)に偏りが見られ、不十分である

ため、結果の一般化には制限がある。また米国の先行

研究の調査項目を使用しているため、今後は日本独自

のサービス制度と利用者ニーズに見合った研究課題項

目の整理を行い、その内容的妥当性を確保した後に、

同様の調査を定期的に行うべきである。その上で、日米

間に留まらず、文化的な差異を踏まえた職リハの新たな

研究課題項目の設定が必要と考える。 
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